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１．この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「りそな・日経２２５オープン」の募集については、委託

会社は金融商品取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定に基づく有価証券届出書を平成19年10月11日に関

東財務局長に提出しており、平成19年10月12日にその届出の効力が生じております。 

２．この投資信託説明書（交付目論見書）は、金融商品取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第

15条第2項の規定に基づき、投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付される目論見書

です。 

３．投資信託説明書（請求目論見書）は、金融商品取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第15条

第3項の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。なお、請求目論見書をご請求された

場合は、投資家の皆様ご自身でその旨を記録されるようお願いいたします。 

４．「りそな・日経２２５オープン」の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替相場の

変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。当ファ

ンドは元本が保証されているものではありません。 

５．当ファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 



  

下記の事項は、この「りそな・日経２２５オープン」（以下｢ファンド｣という。）を
お申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な
事項としてお知らせするものです。 
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）
の内容を十分にお読みください。 

記 

■ファンドにかかるリスクについて 

ファンドは、主としてマザーファンドへの投資を通じて株式などの値動きのあ

る有価証券に投資しますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証

券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落

し、損失を被ることがあります。 

したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基

準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。 

ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「信用リ

スク」などがあります。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。 
 
■ファンドにかかる手数料等について 
 
＜直接ご負担いただく費用＞ 
◆申込手数料 
取得申込受付日の基準価額に 1.05％（税抜き 1.00％）以内で販売会社
が独自に定める率を乗じて得た額とします。 
※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。
◆換金（解約）手数料 
当ファンドには換金（解約）手数料はありません。 
＜間接的にご負担いただく費用＞ 
◆信託報酬 
ファンドの純資産総額に年 0.84％（税抜き 年 0.80％）の率を乗じて得た
額とします。 
◆信託財産留保額 
  ありません 
◆その他の費用 
・監査報酬 
・有価証券売買時の売買委託手数料等 
上記その他費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「費用・税金」をご覧ください。

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 
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投資信託説明書（交付目論見書）の主要内容を概要としてまとめております。 

ご投資家の皆様におかれましては、本概要を参考に本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分

ご理解のうえ、お申込みくださいますようお願い申し上げます。 

りそな・日経２２５オープン 

商 品 分 類 追加型株式投資信託／インデックス型（日経２２５連動型） 

運用の基本方針 日経平均株価（日経２２５）と連動する投資成果を目標として運用を行ないます。 

ベ ン チ マ ー ク 日経平均株価（日経２２５） 

ファンドのリスク 

ファンドは、主としてマザーファンドへの投資を通じて株式などの値動きのある有価

証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および収益の確保

が保証されているものではありません。 

信 託 期 間 原則として無期限 

決 算 日 年１回決算、原則７月１１日（休業日の場合は翌営業日） 

分 配 方 針 原則として、決算時に基準価額水準等を勘案して分配する方針です。 

お 申 込 日 毎営業日、取得のお申込みができます。 

お 申 込 価 額 取得のお申込受付日の基準価額 

お 申 込 単 位 
自動けいぞく投資コース 

一般コース 

：1 万円以上 1円単位 

：1 万口以上 1万口単位 

お申込手数料率 1.05％（税抜き 1.0％）を上限として販売会社が独自に定める料率とします。 

ご解約（換金） 

・原則として毎営業日ご解約のお申込みができます。 

・ご解約代金の支払いは、ご解約のお申込受付日から起算して５営業日目以降となり

ます。 

ご 解 約 価 額 ご解約のお申込受付日の基準価額 

信託財産留保額 ありません。 

信 託 報 酬 
純資産総額に対して年率 0.84％（税抜き 0.80％）※を乗じて得た額とします。 

※信託報酬の内訳等詳細につきましては、投資信託説明書本文をご覧ください。 

委 託 会 社 ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 

受 託 会 社 りそな信託銀行株式会社 

 

投資信託説明書（交付目論見書）の概要 



 

 

ファンドの取得お申込からご換金いただくまでにかかる費用および課税について 

 

時期 項目 費用・税金 備考 

お申込時 申込手数料 

取得のお申込受付日の基準

価額に販売会社が定める 

手数料率を乗じて得た額 

申込手数料率： 

１．０５％（税抜き１．００％）を上

限として販売会社が定めます。 

 

個人の受益者： 

所得税７％・地方税３％※2 

源泉徴収※3 

（総合課税選択の

場合は配当控除

の適用あり） 収益分配時 税金 普通分配金※1に対し課税 

法人の受益者： 

所得税７％※2 

源泉徴収 

益金不算入制度

の適用あり 

個人の受益者： 

所得税７％・地方税３％※2 

源泉徴収※3 

ご解約時 税金 

解約のお申込受付日の基準

価額の個別元本超過額※2 に

対し課税 法人の受益者： 

所得税７％※2 

源泉徴収 

個人の受益者： 

所得税７％・地方税３％※2 

源泉徴収※3 

償還時 税金 
償還時の基準価額の個別 

元本超過額に対し課税 法人の受益者： 

所得税７％※2 

源泉徴収 

 

※1 普通分配金に関しては、前頁の図をご参照ください。 

※2 所得税および地方税は、平成 21 年 4 月 1 日より、所得税１５％・地方税５％となる予定です。なお、法人の受益者に

対する地方税の源泉徴収はありません。この他、税制が改正された場合等には、本書における税制等に関する記載

内容が変更されることがあります。 

※3 確定申告を行い、総合課税の選択をすることも可能です。 

 

 



 

 

 

本投資信託説明書（交付目論見書）中で使用されている用語等についての簡単な解説です。 

運 用 報 告 書 
ファンドの運用状況を受益者に説明する報告書のことです。決算日ごと（毎月決算型の場合は

6 カ月経過ごと）および償還時に作成され、販売会社を通じて受益者の手元に届きます。 

解 約 価 額 
ファンドの解約時の価額で、基準価額から信託財産留保額を差し引いたものです。信託財産

留保額がないファンドについては、基準価額と同じになります。 

株 式 投 資 信 託 

株式を少しでも組み入れることが可能なファンドをいいます。債券や短期金融商品も運用対象

となるため、主として債券に投資するファンドや実際には株式を組み入れないファンドも分類さ

れます。また、申込期間の違いにより、単位型と追加型に分類されます。 

基 準 価 額 

ファンドの純資産総額を受益権総口数で割ったものです。設定当初は 1 口 1 円でスタートしま

すが、運用に応じて価額は変動します。なお、1 口 1 円でスタートするものは便宜上 1 万口当

たりの価額で表示されます。 

個 別 元 本 方 式 

追加型株式投資信託の収益分配金や解約時の収益に対する課税対象額を、各受益者の取

得元本をもとに算出する方式です。また追加型公社債投資信託（日々決算型等を除く）につ

いても導入されています。受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は追加購

入のつど受益権口数で加重平均され算出されます。また、特別分配金を受取った場合は、当

該特別分配金を控除した額が、その後の個別元本となります。 

収 益 分 配 金 

ファンドの決算時に収益より支払われる金銭をいいます。当該分配金額を差し引いた（分配落

ち）後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合、その下回っている部分は元本の払戻し

とみなされ、特別分配金（非課税）となります。同額または個別元本を上回る場合は、全額が普

通分配金（課税）となります。なお、分配は行われないこともあります。 

純 資 産 総 額  
ファンドに組み入れられている有価証券等の資産を時価で評価計算し、その合計に未収利息

などの資産を加え、未払金などの費用総額を差し引いたもので、ファンドの規模を表します。 

償 還 
ファンドの運用を終了することをいいます。予め決められた日（信託終了日）に運用を終了する

満期償還と、信託終了日より前に運用を終了する繰上償還があります。 

信 託 財 産 留 保 額 
ファンドの解約の際、資金流出のために発生する有価証券の売却手数料などを、解約する受

益者に負担していただく、他の受益者の負担とさせないための費用です。 

信 託 報 酬 信託財産の中から委託会社・受託会社・販売会社などに支払われる報酬のことです。 

追 加 型 投 資 信 託 
ファンド設定後も、いつでも購入のお申込みができるファンドのことで、オープン型投資信託と

もいいます。 

特 別 分 配 金 
収益分配金のうち、受益者の購入価額を下回る部分の分配は元本の払戻しとみなされ、特別
分配金と呼ばれます。この部分については非課税扱いとなります。 

ベ ン チ マ ー ク ファンドの運用の目標となる指標をいい、運用実績を判断する目安となります。 

日 経 平 均 株 価 

（ 日 経 ２ ２ ５ ） 

東京証券取引所第一部上場銘柄のうち、市場を代表する２２５銘柄の平均株価指数であり、わ

が国の株式市場全体の動向を示す主要な指標（株価指数）の一つです。日本経済新聞社が

公表しており、日経平均、日経ダウとも呼ばれています。 

ポ ー ト フ ォ リ オ 
ファンドが運用対象として保有する株式や公社債などの資産構成および資産全体を指しま

す。 

 

りそな・日経２２５オープン 用語集 
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第一部 証券情報 

(1) ファンドの名称 

りそな・日経２２５オープン（以下「ファンド」といいます。） 
 

(2) 内国投資信託受益証券の形態等 

単位型・追加型の別  ：追加型 

指定格付機関による格付け ：格付けは取得しておりません。 

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、りそな信託銀行株式

会社を受託会社とする契約型の追加型証券投資信託の内国投資信託受益権（以下、「受益権」

といいます。）です。 
ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める

日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株

式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けて

おり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振

替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関

を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより

定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受

益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権

を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあり

ません。 
 

(3) 発行（売出）価額の総額 

3,000 億円を上限とします。 
 

(4) 発行（売出）価格 

① 発行価格 

取得申込受付日の基準価額※とします。 

ただし、「自動けいぞく投資約款」（別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含む

ものとします。この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。以下同じ。）にしたがっ

た契約（以下「別に定める契約」といいます。）によって収益分配金を再投資する場合の発行

価格は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。 

※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を

計算日における受益権総口数で除した 1 口当たりの純資産価額をいいます（ただし、便宜上 1 万口当た

りに換算した価額で表示されます。）。基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。 

② 基準価額の照会方法 

ファンドの基準価額については、委託会社が指定する、ファンドの取扱いを行う金融商品取

引業者および登録金融機関（以下、「販売会社」といいます。）または委託会社（後述の「(12)

その他 ④その他」をご参照ください。）にお問い合わせください。また、原則として計算日

の翌日付の日本経済新聞の朝刊に掲載されます（朝刊のオープン基準価格欄［ＳＧアセット］

にて「日経２２５」の略称で掲載されます。） 
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(5) 申込手数料 

申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社が独自に定める申込手数料率を乗

じた額とします。なお、本書提出日現在、この申込手数料率の上限は 1.05％（税抜き 1.0％）

となっております。 

※「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を再投資する際は、無手数料となります。 

※償還乗換え※でのお申込みに関しては、各販売会社にお問い合わせください。 

※｢償還乗換え｣とは、取得申込日の属する月の前 3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金（信

託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追

加信託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日の属す

る月の前 3 ヵ月以内における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。）をも

って、その支払いを行った販売会社でこのファンドをお申込みいただく場合をいいます。なお、償還

乗換えの際に償還金等の支払いを受けたことを証する書類を提示いただくことがあります。 

申込手数料率等は、各販売会社にお問い合わせください。また、委託会社（お問い合わせ

窓口は、「(12)その他 ④その他」をご参照ください。）でもご照会いただけます。 
 

(6) 申込単位 

「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２つのコースがあります。各申込コース

の申込単位は以下の通りです。 

申込コース 申込単位 

自動けいぞく投資コース １万円以上 １円単位※ 

一般コース １万口以上 １万口単位 

※取得申込総金額（発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料を加えた額。以下同じ。）におい

て 1万円以上 1円単位とします。 

※収益分配金を再投資する場合は、1口単位とします。 

※取得申込時に販売会社との間で別に定める契約を締結していただきます。この場合、原則として収益分

配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 

※「定期引出」（販売会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせくださ

い。）を取り扱っている販売会社の本支店等においては、「定期引出」を選択することができます。 

 

なお、販売会社によって取り扱う申込コースおよび申込単位が異なる場合がありますので、

詳しくは販売会社（販売会社については「(12)その他 ④その他」のお問い合わせ先にご照

会ください。）にお問い合わせください。 
 

(7) 申込期間 

平成 19 年 10 月 12 日から平成 20 年 10 月 10 日までとします※。 

※申込期間（継続募集期間）は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 
 

(8) 申込取扱場所 

ファンドの取得申込みは、販売会社で取り扱います。なお、取扱店等、ご不明な点につい

ては販売会社（販売会社については「(12)その他 ④その他」のお問い合わせ先にご照会く

ださい。）にお問い合わせください。 
※販売会社によっては、一部の支店等で取扱いを行っていない場合があります。詳しくは、販売会社にご

確認ください。 
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(9) 払込期日 

ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対し取得申込み

を行います。取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込代金を販売会社に支払

うものとします。詳しくは販売会社（販売会社については「(12)その他 ④その他」のお問

い合わせ先にご照会ください。）にお問い合わせください。 

各取得申込日にかかる発行価額の総額は、追加信託を行う日に、各販売会社より委託会社

の口座を経由して、りそな信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）のファンド口

座に払い込まれます。 

なお、ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より投資信託振替制度（「振替制度」と称

する場合があります。）に移行しており、振替受益権にかかる各取得申込日の発行価額の総額

は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファ

ンド口座に払い込まれます。 
 

(10) 払込取扱場所 

取得申込代金はお申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所については、上記

「(8)申込取扱場所」と同一です。 
 

(11) 振替機関に関する事項 

該当事項はありません。 

なお、ファンドの振替受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、その場

合の振替機関は下記の通りです。 

株式会社 証券保管振替機構 
 

(12) その他 

① 取得申込みの方法等 

1)ファンドの取得申込みに際しては、販売会社所定の方法に基づきお手続きください。 

2)分配金の受取方法の違いにより、「自動けいぞく投資コース」と「一般コース」がありま

す。ただし、販売会社によってはどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。 

◇「自動けいぞく投資コース」とは、分配金を税引き後無手数料で自動的に再投資するコ

ースのことをいいます。ただし、販売会社等によっては、自動的に分配金の再投資を行

わず、収益の分配が行われたときに分配金を受け取る「定期引出」を選択することもで

きます。 

◇「一般コース」とは、収益分配時に分配金を受取るコースのことをいいます。 

「自動けいぞく投資コース」を選択される場合は、販売会社との間で別に定める契約を

締結していただきます。 

3)毎月のあらかじめ指定する日にあらかじめ指定した金額をもって、ファンドの取得申込み

を行う「投資信託定時定額購入プラン」（販売会社によって名称が異なる場合があります。

詳細は販売会社にお問い合わせください。）につきましては、販売会社にお問い合わせく

ださい。 

4)原則として各営業日の午後 3 時（わが国の金融商品市場が半休日の場合は午前 11 時）ま

でに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの

を当日の受付分とし、これを過ぎて行われるお申込みは翌営業日の受付分とします。 
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② 日本以外の地域における発行 

該当事項はありません。 

③ 振替受益権について 
ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、社振法の規定の適

用を受け、前述「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程

等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 

ファンドの分配金、償還金、解約（換金）代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関

する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 

（ご参考） 

◆投資信託振替制度とは、 

・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への

記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。 

④ その他 

委託会社へのお問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/
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第二部 ファンド情報 

第１ ファンドの状況 

１ ファンドの性格 

(1) ファンドの目的及び基本的性格 

① ファンドの目的 

親投資信託である「りそな・日経２２５オープン マザーファンド」（以下「マザーファン

ド」ということがあります。）ファンドを主要投資対象とし、日経平均株価（日経２２５）※

と連動する投資成果を目標として運用を行います。 

 

※日経平均株価（日経２２５）とは、東証第一部上場銘柄のうち市場を代表する 225 銘柄の

平均株価指数であり、わが国の株式市場全体の動向を示す指標（株価指数）の一つです。 

1.計算式 

日経平均株価＝日経平均採用 225 銘柄の株価合計／除数 

ⅰ．株価の合計は、50 円額面以外の銘柄は 50 円額面に換算して行います。 

ⅱ．小数点第 3位を四捨五入して第 2位まで求めます。 

ⅲ．株価の採用優先順は、①現在の特別気配、②現在値（または終値）、③基準価格（基

準価格は権利落ち理論値、前日の特別気配、前日の終値の優先順で採用された値） 

2.除数の修正 

除数（当初 225）は、日経平均株価採用銘柄に市況変動によらない株価変動（権利落

ち、減資、銘柄入れ替え等）があった場合、日経平均株価指数の連続性を維持するた

めに修正されています。 

3.構成銘柄と銘柄選定基準 

日経平均株価（日経２２５）は、長期間にわたる継続性の維持と、産業構造変化の的

確な反映という二つの側面を満たしながら、市場流動性の高い銘柄で構成します。 

東証第１部上場銘柄のうち、原則として、市場流動性の高い「高流動性銘柄群」を選

び出し、これを六分類（技術、金融、運輸・公共、資本財・その他、消費、素材）し、

業種のバランスをとって 225 銘柄に絞り込みます。 

※日経平均株価（日経２２５）に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日

本経済新聞社に帰属します。また、日本経済新聞社は、日経平均株価の内容を変え

る権利および公表を停止する権利を有しています。 

② ファンドの基本的性格 

当ファンドは、追加型株式投資信託・インデックス型（日経２２５連動型）※に属します。 

※「インデックス型（日経２２５連動型）」とは、社団法人投資信託協会による分類方法

において「約款上、株式への投資に制限を設けず、日経２２５指数に連動する運用成果

を目指すもの」とされるファンドをいいます。 

③ 信託金の限度額 

信託金の限度額は、3,000 億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該

限度額を変更することができます。 
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④ファンドの特色 

1)日経平均株価（日経２２５）に連動する投資成果を目指します。 

・日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用する「りそな・日経２２５オープン

マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもありま

す。 

2)日経平均株価採用銘柄（225 銘柄）の中から、原則として 200 銘柄以上に等株数投資を行い

ます。 

・日経平均株価採用銘柄であっても、流動性に著しく欠ける銘柄や、信用リスクが高いと

判断される銘柄等への組入れは、行わないことがあります。 

3)株価指数先物取引等を併用し運用の効率化を図ります。 

・日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められる時は、日経平均株価指数

先物取引等を活用することがあります。 

4)株式の組入比率は原則として高位に保ちます。 

・株式の実質投資割合は原則 100％程度としますが、急な大口資金の流入時には日経平均

株価との連動率の向上を図るため、実質投資割合を 110％を上限として高めることがあ

ります。 

5)当ファンドは、「マザーファンド方式」により運用を行います。 

・「マザーファンド方式」とは、投資家からの資金をまとめてベビーファンド（当ファン

ド）とし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。 

ご投資家

（受益者）

り そ な ・

日 経 2 2 5

オ ー プ ン

国 内 株 式

株 価 指 数

先 物 取 引

等

り そ な ・

日 経 2 2 5

オ ー プ ン

マザーファンド

申 込 金 投 資 投 資

損 益損 益
分 配 金

解約代金

＜ベビーファンド＞ ＜マザーファンド＞
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(2) ファンドの仕組み 

ファンドの仕組みは、以下の通りです。 
① 委託会社及びファンドの関係法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 委託会社の概況 

委託会社の概況 

名 称 ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 

資本の額 １２億円 

昭和 46年 11月 22日 山一投資カウンセリング株式会社設立 

昭和 55年 1月 4日 山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更 

平成 10年 1月 28日 ソシエテ ジェネラル投資顧問株式会社（現 SGAMノースパシフィック(株)）が主要株主と
なる 

平成 10年 4月 1日 山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名変更 

平成 10年 11月 30日 証券投資信託委託会社の免許取得 

会社の 

沿 革 

平成 16年 8月 1日 りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテジェネラルアセットマネジメン

ト株式会社へ社名変更 

大株主 名     称 住     所 所有株式数 比率 

の状況 SGAM ノースパシフィック(株) 東京都中央区日本橋兜町 5番 1 号 2,400,000株 100％

（本書作成日現在）

ファン 
ド 

社 
 

（募集・販売の取扱い、ご換金・収

の申込み窓口になります。

ファンド 
りそな・日経 225 オープン 

 
  

募集・販売等に関する契約

委託会社 
ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

（信託財産の運用指図、振替受益権の管理業務、投資

信託説明書（目論見書）および運用法報告書の作成等を

行います。） 

受託会社 

りそな信託銀行株式会社 

（信託財産の管理・保管・信託財産の計算等を行

います。なお、信託事務の一部を日本トラスティ・

サービス信託銀行に委託することができます。） 

販売会社

（募集・販売の取扱い、換金・収益分配金、償還金

の取扱い、運用報告書の交付等を行います。） 

ご投資家の皆様

販売会社は、募集・販売、ご換金等

  

信託 
契約 

マザーファンド 
りそな・日経 225 オープンマザーファンド 
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２ 投資方針 

(1) 投資方針 

1)主として「りそな・日経２２５オープン マザーファンド」に投資し、日経平均株価（日経

２２５）と連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、株式等に直接投資するこ

ともあります。 

※日経平均株価（日経２２５）の変動と同程度の比率で基準価額が変動することを目標とし

ます。 

2)組入対象銘柄は、主として東京証券取引所第一部上場株式とします。日経平均株価（日経

２２５）採用銘柄のうち原則として 200 銘柄以上に等株数投資を行います。ただし、流動性

に著しく欠ける銘柄や、信用リスクが高いと判断される銘柄等への組入れは、行わないこと

があります。 

3)現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められる時は、

日経平均株価指数先物取引等を活用することがあります。 

4)株価指数等の先物取引を含む株式の実質投資割合（信託財産に属する当該証券の時価総額

とマザーファンドの信託財産に属する当該証券の時価総額のうち信託財産に属するとみな

した額の合計額の、信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。以下同じ。）は、原則、

信託財産の純資産総額の範囲内となるよう運用を行いますが、日経平均株価指数との連動率

の向上をはかるため、一時的に株式の実質投資総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質投

資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。ただし、実質投資割合は、

信託財産の純資産総額の 110％を超えないものとします。 

5)株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、他の投資信託の信託財

産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含み

ます。）への投資は、原則として信託財産総額の 50％以下とします。 

6)ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出

来ない場合があります。 
 

ソシエテ ジェネラル グループの表記について 

本書においてソシエテ ジェネラル アセットマネジメントを「ＳＧＡＭ」と表示することがあります。フ

ァンドの関係法人またはグループ会社の名称を以下のように示すことがあります。 

ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント 

（本社・フランス パリ） 

ＳＧＡＭ 

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 

（本社・日本 東京） 

ＳＧＡＭ ジャパン 
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(2)投資対象 

① 主な投資対象 

「りそな・日経２２５オープン マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、株式等

に直接投資することもあります。 

② 運用の指図範囲 

委託会社は、信託金を「りそな・日経２２５オープン マザーファンド」のおよび次の有価

証券に投資することを指図します。 

1.株券または新株引受権証書 

2.国債証券 

3.地方債証券 

4.特別の法律により法人の発行する債券 

5.社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新

株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

6.特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをい

います。） 

7.コマーシャル・ペーパー 

8.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）

および新株予約権証券 

9.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前記 1.から 8.の証券

または証書の性質を有するもの 

10.投資信託証券の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 10 号で定めるものをいい、外

国証券投資信託を除きます。） 

11.投資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 11 号で定めるものをいい、外国投資証券を除

きます。） 

12.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2条第 1項第 19 号で定めるも

のをいい、有価証券にかかるものに限ります。） 

13.預託証書（金融商品取引法第 2条第 1項第 20 号で定めるもので、本邦通貨建のものとし

ます。） 

14.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14 号で定める受益証券発行信

託の受益証券に限ります。） 

15.抵当証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 16 号で定めるものをいいます。） 

16.貸付債権信託受益権（金融商品取引法第 2条第 1項第 14 号で定める受益証券発行信託の

受益証券に表示されるべきもの）であって、なお、前記 1.の証券または証書、9.および

13.の証券または証書のうち 1.の証券または証書の性質を有するものならびに 10.の証券

のうちクロ－ズド・エンド型のものを以下「株式」といい、2.から 6.までの証券ならびに

9.および 13.の証券または証書のうち 2.から 6.までの証券の性質を有するものを以下「公

社債」といい、10.および 11.の証券のうちクローズド・エンド型以外のものを以下「投資

信託証券」といいます。 

③ 金融商品の指図範囲 
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委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取

引法第 2条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に

より運用することを指図できます。 

1.預金 

2.指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託を除きま

す。） 

3.コール・ローン 

4.手形割引市場において売買される手形 

5.貸付債権信託受益権で金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの 

④ 前記②にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託

会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の 1.から 5.に掲げる金融

商品により運用することの指図ができます。 

⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取

引、金利の先物取引および金利のオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物

取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利の先物取引および金利のオ

プション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができま

す。 

⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取

金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）お

よび金利先渡取引を行うことができます。 

(3) 運用体制 

① 投資戦略の決定および運用の実行 

CIO に承認された運用計画に基づき、運用本部に所属するファンド・マネージャーが、ポ

ートフォリオを構築します。 

② 運用結果の評価 

月次で開催するレビュー委員会において、運用評価の結果が運用関係者にフィードバック

されます｡ 
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運用体制 

投資信託契約に
基づく運用指図

Plan

Do

See

運用計画

投資行動

運用成果のチェック
（運用成果、手法、
プロセス、体制のチェック）

資金フロー、シミュレーション、
トレーディングプラン等

ポートフォリオ構築・決定
↓

トレーディング

レビュー委員会（月次）

投資政策委員会

受
託
会
社

証券金融市場

投
資

委 託 会 社

投資信託契約に
基づく運用指図
投資信託契約に
基づく運用指図

Plan

Do

See

運用計画

投資行動

運用成果のチェック
（運用成果、手法、
プロセス、体制のチェック）

資金フロー、シミュレーション、
トレーディングプラン等

ポートフォリオ構築・決定
↓

トレーディング

レビュー委員会（月次）

投資政策委員会

受
託
会
社

証券金融市場

投
資

委 託 会 社

 
※委託会社の運用体制は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 

 
ファンドの運用組織は以下のとおりとなっております。 

 
運用計画・・・・・・・運用本部各運用部（3名） 
投資行動・・・・・・・運用本部所属ファンドマネージャー（3名） 
運用成果のチェック・・レビュー委員会（10 名以上）、投資政策委員会（5名） 

 
ファンドの運用を行うに当たっての社内規定 

 証券投資信託の運用に関する規則 
    内部管理体制に関する規程 
    服務規程（ファンド・マネジャー用） 
 クレジット委員会運用規定 
 証券先物取引に関する社内基準 
 各種業務マニュアル 
 コンプライアンス・マニュアル 
 リスク管理規則 

  
関係法人に関する管理体制 
 受託会社・・・年１回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施 
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(4) 分配方針 

① 収益の分配 

毎決算時（毎年 7月 11 日。ただし、決算日に該当する日が休業日の場合は翌営業日としま

す。）に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。 

1)分配対象額の範囲 

経費控除後の配当等収益※1および売買益等※2の全額とします。 

2)収益分配金額 

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分

配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 

3)留保益の運用方針 

収益の分配にあてなかった収益については、運用の基本方針に基づき元本部分と同一の

運用を行います。 

※1 配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益か

ら支払利息を控除した額）は、諸経費（信託財産に関する租税、信託事務の処理に要す

る諸費用、および受託会社の立替えた立替金の利息。以下同じ。）、監査報酬、当該監査

報酬にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、

信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額

を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部

を分配準備積立金として積立てることができます。 

※2 売買益（売買損益に評価損益を加減した利益金額）は、諸経費、監査報酬、当該監査報

酬にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に

相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんし

た後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準

備積立金として積立てることができます。 

毎計算期末において、信託財産に生じた損失は、次期に繰越します。 

 

(5) 投資制限 

① 信託約款に基づく投資制限 

（イ）株式への投資制限 

株式への実質投資割合には制限を設けません。 

（ロ）新株引受権証券等への投資制限 

1)委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の

時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の

時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の

100 分の 20 を超えることとなる投資の指図を行いません。 

2)前記 1)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファン

ドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額

の割合を乗じて得た額をいいます。 

（ハ）投資信託証券への投資制限 
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1)委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に

属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信

託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図を行いません。 

2)前記 1)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファン

ドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額

の割合を乗じて得た額をいいます。 

（ニ）投資する株式等の範囲 

1)委託会社が投資の指図をする株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の

金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するも

の、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも

のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証

券および新株予約権証券については、この限りではありません。 

2)前記 1)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約

権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、

委託会社が投資することを指図できるものとします。 

（ホ）同一銘柄の株式への投資制限 

同一銘柄の株式への実質投資割合については、制限を設けません。 

（ヘ）同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限 

1)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価

総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価

総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100

分の 5 を超えることとなる投資の指図を行いません。 

2)前記 1)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファン

ドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額

の割合を乗じて得た額をいいます。 

（ト）信用取引の指図範囲 

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券の売付の指図

をすることができます。なお、売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ

り行うことを指図できます。 

2)前記 1)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行

うことができるものとし、かつ、次に掲げる株券数の合計額を超えないものとします。 

1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券 

2.株式分割により取得する株券 

3.有償増資により取得する株券 

4.売出しにより取得する株券 

5.信託財産に属する転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236

条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当

該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
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（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新

株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権の

行使により取得可能な株券 

6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ま

たは信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前記

5.に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券 

（チ）先物取引等の運用指図 

1)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物

取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似

の取引を行うことを指図できます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの

とします。 

2)委託会社は、わが国の取引所における金利の先物取引およびオプション取引ならびに外

国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図できます。 

（リ）スワップ取引の運用指図 

1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利ま

たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ

取引」といいます。）を行うことを指図できます。 

2)スワップ取引の指図にあたっては、取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期

間を超えないものとします。ただし、その取引が信託期間内で全部解約が可能なものに

ついてはこの限りではありません。 

3)スワップ取引の指図にあたっては、信託財産におけるスワップ取引の想定元本の総額と

マザーファンドの信託財産におけるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属

するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。

以下同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部

解約等の事由により、純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託

財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える

額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図します。 

4)前記 3)においてマザーファンドの信託財産におけるスワップ取引の想定元本の総額のう

ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産におけるスワップ取

引の想定元本の総額に、マザーファンドの純資産総額に占める、信託財産に属するマザ

ーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

5)スワップ取引の評価は、取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額を用

います。 

6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたって必要と認めたときは、担保の提供あるいは

受入れを指図します。 

（ヌ）金利先渡取引の運用指図 

1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行う

ことを指図できます。 
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2)金利先渡取引の指図にあたっては、取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間

を超えないものとします。ただし、その取引が信託期間内で全部解約が可能なものにつ

いてはこの限りではありません。 

3)金利先渡取引の評価は、取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額を用

います。 

4)委託会社は、金利先渡取引を行うにあたって必要と認めたときは、担保の提供あるいは

受入れを指図します。 

（ル）同一銘柄の転換社債等への投資制限 

1)委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の

時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約

権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の100

分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。 

2)前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの

時価総額に、マザーファンドの純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型新株

予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

（ヲ）外貨建資産への投資制限 

外貨建資産への投資は行いません。 

（ワ）有価証券の貸付の指図および範囲 

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社

債の貸付を、次の範囲内で指図できます。 

1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株

式の時価評価額の 50％を超えないものとします。 

2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で

保有する公社債の額面金額の合計額の 50％を超えないものとします。 

2)前記 1)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え

る額に相当する契約の一部の解約を指図します。 

3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行

います。 

（カ）資金の借入れの指図および範囲 

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定をはかるため、信託財産におい

て一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができ

ます。なお、その借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

2)前記 1)の資金借入れ額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 

1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確

定している資金の額の範囲内 

2.一部解約金支払日の前営業日において確定した、支払日における支払資金の不足額の

範囲内 

3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10％以内 
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3)借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。 

4)借入金の利息は信託財産の中から支払います。 

② 法令等に基づく主な投資制限 
投資信託及び投資法人に関する法律（以下、「投資信託法」という。）等により、次に掲げ

る取引は制限されます。 

同一法人の発行する株式の投資制限 

同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う、全ての投資信託の投資信託

財産として有する同一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式の総発行株

式の数にかかる議決権の総数の 50％を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当

該株式を取得することはできません。 

 

（参考）「りそな・日経２２５オープン マザーファンド」の投資方針の概要 

(1)運用方針 

わが国の株式中心に投資を行い、日経平均株価（日経２２５）と連動する投資成果を目標と

して運用を行います。 

(2)投資態度 

①株式への投資は、日経平均株価に採用されている銘柄の中から原則として 200 銘柄以上に等

株数投資を行います。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される

銘柄等への組入は行わないことがあります。 

②現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められるときは、

日経平均株価指数先物取引等を活用することがあります。 

③株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則、信託財産の純資産総額の範囲内

となるよう運用を行いますが、日経平均株価指数との連動率の向上をはかるため、一時的に

株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額

を超えることがあります。ただし、実質組入比率は、信託財産の純資産総額の 110％を超え

ないものとします。 

④株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の 50％以下とします。 

⑤ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来

ない場合があります。 

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ

ション取引、金利の先物取引および金利のオプション取引ならびに外国の市場における有価

証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利の先物取引および

金利のオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、信託財産に属する資産の

効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うことができます。 

(3)主な投資対象 

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします｡ 

(4)主な投資制限 

①株式の実質投資割合には制限を設けません｡ 

②外貨建資産への投資は行いません｡ 



 17

③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の

20%以下とします｡ 

④同一銘柄の株式への投資については、制限を設けません。 

⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産

が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独

で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条

ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約

権付社債」といいます。）への投資は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の 5％

以下とします。 

⑦投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします｡ 

 

３ 投資リスク 

(1) ファンドのリスク 

  りそな・日経２２５オープンは、マザーファンドを通して、株式など値動きのある有価証券

に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは投資元本が保証されて

いるものではなく、これを割り込むことがあります。すなわち、購入金額を下回り、損失を被

ることがあります。 
ファンドの主なリスクは次のとおりです。主に、株式等に投資するリスクは１から４、インデ

ックス連動型運用のリスクは５となります。 
なお、これらはすべてのリスクを網羅したものではなく、記載以外のリスクも存在します。 

 
１．価格変動リスク 
株式は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け、価格が下落するリスクがありま

す。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下がる要因

となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。 
２．信用リスク 
上場会社が倒産した場合または予想される場合もしくは財務状況の悪化等により社債等の利

息または償還金の支払の遅延または履行されないことが生じた場合または予想される場合に

は。株価が大幅に下落することがあります（ゼロになる場合もあります）。こうした影響を受

けファンドの基準価額が下がる要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被

ることがあります。 
３．流動性リスク 
短期間での大量の解約があった場合または大口の解約を受けた場合、解約資金の手当てのた

めに有価証券を市場で売却した結果、市場にインパクトを与えることがあります。その際、

市況動向や流動性の状況によっては、基準価額が下落することがあります。市場規模や取引

量が比較的小さな市場に投資する場合、市場実勢から期待される価格で売買できない場合が

あります。また、投資対象の市場規模の悪化により流動性の低い銘柄の価格が著しく低下す

ることがあります。こうした影響を受け、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。 
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４．有価証券先物取引等に伴うリスク 
株価指数先物取引等については、買建てを行いその先物指数等が下落した場合や、売建てを

行いその先物指数等が上昇した場合、ファンドの基準価額が下がる要因となります。したが

って、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。 
５. 価格乖離リスク 
当ファンドは、日経平均株価（日経２２５）に連動する投資成果を目指して運用を行いま

すが、次の理由により基準価額の動きが日経平均株価（日経２２５）の動きと乖離する場

合があります。 

1.日経平均株価（日経２２５）の構成銘柄を全て組入れない場合があること 

2.株式配当金の受取り、信託報酬およびファンドの監査費用等の控除による影響 

3.運用の効率化を図るため株価指数先物取引等も活用することから、現物と先物の動き

が連動していない場合の影響 

4.株式または株価指数先物取引等の流動性が低下した場合における売買執行上の影響 

5.追加設定、解約に伴う株式の買付、売却価格と終値の差による影響 

6.株式売買委託手数料および先物売買手数料等を負担することによる影響 

 

（2）その他の留意点 

1)ファンドの繰上償還 

当ファンドは、受益権の残存口数が 10 億口を下回った場合あるいは受益権の残存口数が当

初設定時の受益権口数の 10 分の 1（224,294,779 口）を下回った場合等には、信託を終了さ

せることがあります。 

2)解約の中止 

金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情が発生したときは、解約請

求の受付が中止されることがあります。 
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(2)リスク管理体制 

ファンドのリスク管理として、運用の基本方針に沿った資産構成になっているか、あるいは

適切な投資行動となっているかを検証しています。また、レビュー委員会において、ファンド

特性を踏まえたパフォーマンス評価・検討を行っています。 

委託会社のリスク管理体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記は本書提出日現在のリスク管理体制です。リスク管理体制は変更されることがあります。 

４ 手数料等及び税金 

(1) 申込手数料 

申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社が独自に定める申込手数料率を乗

じた額とします。なお、本書提出日現在、この申込手数料率の上限は 1.05％（税抜き 1.0％）

となっております。 

※「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を再投資する際は、無手数料となります。 

※償還乗換え※でのお申込みに関しては、各販売会社にお問い合わせください。 

※｢償還乗換え｣とは、取得申込日の属する月の前 3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金（信

託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追

加信託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日の属す

る月の前 3 ヵ月以内における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。）をも

って、その支払いを行った販売会社でこのファンドをお申込みいただく場合をいいます。なお、償還

乗換えの際に償還金等の支払いを受けたことを証する書類を提示いただくことがあります。 

レ
ビ
ュ
ー
委
員
会

レ
ビ
ュ
ー
委
員
会

リスク・コンプライアンス委員会リリススクク・・ココンンププラライイアアンンスス委委員員会会

ＳＧＡＭ

リスク管理本部 (Risk Management Department)

ＳＧＳＧＡＭＡＭ

リスク管理本部 (Risk Management Department)

定期報告＆意見交換

１．パフォーマンス評価

運用コンセプトと実際の整合性

同一プロダクト間の分散状況

２．運用上のリスク管理

運用ガイドライン

運用の健全性チェック

リーガル・リスクの管理

法令、業界ルールの調査

社内規則の整備

社内規則の遵守の監視･監督

トレーニングの実施

（法令遵守意識の向上）

内部監査と各種リスクの管理

内部監査の実施と業務改善指導

リスクレポート作成

顧客苦情・事務過誤等の報告

受理と対応監視

業務マニュアルの取りまとめ

運用審査部 法務・コンプライアンス部内部監査部
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会

レ
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ー
委
員
会

リスク・コンプライアンス委員会リリススクク・・ココンンププラライイアアンンスス委委員員会会

ＳＧＡＭ

リスク管理本部 (Risk Management Department)

ＳＧＳＧＡＭＡＭ

リスク管理本部 (Risk Management Department)

定期報告＆意見交換

１．パフォーマンス評価

運用コンセプトと実際の整合性

同一プロダクト間の分散状況

２．運用上のリスク管理

運用ガイドライン

運用の健全性チェック

リーガル・リスクの管理

法令、業界ルールの調査

社内規則の整備

社内規則の遵守の監視･監督

トレーニングの実施

（法令遵守意識の向上）

内部監査と各種リスクの管理

内部監査の実施と業務改善指導

リスクレポート作成

顧客苦情・事務過誤等の報告

受理と対応監視

業務マニュアルの取りまとめ

運用審査部 法務・コンプライアンス部内部監査部
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申込手数料率等は、各販売会社（販売会社については、下記お問い合わせ先にご照会くだ

さい。）にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 換金（解約）手数料 

換金（解約）手数料はありません。 

 

(3) 信託報酬等 

1)委託会社（販売会社が受取る報酬を含みます。）および受託会社の信託報酬の総額は、ファン

ドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 84.0（税抜き 80）の率

を乗じて得た金額とします。 

（内訳は各販売会社の純資産総額により以下の通りとなります。） 

 委託会社 販売会社 受託会社 

100 億円以下の部分 年 10,000 分の 36.75 

（税抜き 35） 

年 10,000 分の 36.75 

（税抜き 35） 

年 10,000 分の 10.50 

（税抜き 10） 

100 億円超の部分 年 10,000 分の 26.25 

（税抜き 25） 

年 10,000 分の 47.25 

（税抜き 45） 

年 10,000 分の 10.50 

（税抜き 10） 

2)信託報酬は、毎計算期間の最初の 6ヵ月を経過した日および毎計算期末または信託終了のと

きに信託財産の中から支払います。 

3)信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬の支払いのときに信託財産の中から

支払います。 

 

(4) その他の手数料等 

①信託事務等の諸費用 

1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の

利息は受益者の負担とし、信託財産の中から支払います。 

2)信託財産の財務諸表の監査報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資

産総額に年 0.00735%（税抜き 0.007%）の率を乗じて計算し、毎計算期間の最初の 6ヵ月を経

過した日および毎計算期末または信託終了のとき、当該監査報酬にかかる消費税等に相当す

る金額とともに信託財産の中から支払います。 

②その他の費用 

ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/
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等に要する費用等は信託財産の負担とします。この他に、これらの手数料および費用にかかる

消費税等相当額についても信託財産の負担とします。 

 

(5) 課税上の取扱い 

受益者に対する課税については、以下の取扱いになります。 

①個人の受益者に対する課税 

（イ）個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金ならびに

一部解約時および償還時の個別元本超過額については、10％（所得税7％および地方税3％）

の税率による源泉徴収が行われます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普

通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。また、確定申告の必要はありません

が、確定申告により総合課税を選択することもできます。一部解約時および償還時の損失

については、確定申告により、株式売買益、公募株式投信の譲渡益との通算が可能となり

ます。 

なお、上記の 10％（所得税 7％および地方税 3％）の税率は、平成 21 年 4 月 1 日から、

20％（所得税 15％および地方税 5％）となります。 

（ロ）買取請求時の1口当たりの手取額は、買取請求受付日の基準価額となります（ただし、販

売会社に保護預りで管理され、販売会社がその買取った受益権を当日または翌日に償還ま

たは一部解約を行った場合など一定の要件を満たす場合に限られます。）※。買取差益は、

譲渡所得として10％（所得税7％および地方税3％）の申告分離課税の対象となり、確定申

告を行うことが必要です。確定申告により、買取り時の譲渡益は、株式売買損、公募株式

投資信託の一部解約時、償還時および買取り時の損失と、買取り時の譲渡損は株式売買益、

公募株式投信の譲渡益との通算が可能となります。 

なお、上記の 10％（所得税 7％および地方税 3％）の税率は、平成 21 年 1 月 1 日から、

20％（所得税 15％および地方税 5％）となります。 

※一定の要件を満たさない場合、買取請求時の 1 口当たりの手取額は、買取請求受付日の基準価額か

ら所得税に相当する金額（個別元本超過額の 7％）を差し引いた金額となります。 

（ハ）一部解約時、償還時および買取り時の損失については、確定申告を行うことにより3年の

繰越控除が認められます。 

（ニ）平成16年10月1日以降、特定口座の対象に国内公募株式投資信託が加わりました。 

② 法人の受益者に対する課税 

（イ）法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金ならびに

一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7％（所得税7％）の税率で源泉徴

収されたものが法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金の

うち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。 

なお、上記の 7％（所得税）の税率は、平成 21 年 4 月 1 日から 15％（所得税）となり

ます。 

（ロ）買取請求時の1口当たりの手取額は、買取請求受付日の基準価額となります（ただし、販

売会社がその買取った受益権を当日または翌日に償還または一部解約を行った場合など
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一定の要件を満たす場合に限られます。）※ 

※一定の要件を満たさない場合、買取請求時の 1 口当たりの手取額は、買取請求受付日の基準価額か

ら所得税に相当する金額（個別元本超過額の 7％）を差し引いた金額となります。 

③ 個別元本について 

（イ）追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料は含

まれません。）が受益者の元本（個別元本）にあたります。 

（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託

を行う都度、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

（ハ）ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社ごとに、

個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド

を取得する場合は各支店等ごとに、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」とがあ

り、両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。 

（ニ）受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から特別分配金※

を控除した額が、その後の個別元本となります。 

※「特別分配金」については、下記「④ 収益分配金の課税について」をご参照ください。 

④ 収益分配金の課税について 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いと

なる「特別分配金」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 

受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同

額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金

となり、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下

回る部分の額が特別分配金となり、収益分配金から前記特別分配金を控除した額が普通分配

金となります。なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別

元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準等を保証するも
のではありません。 

◇ 税法が改正された場合等には、上記「(5) 課税上の取扱い」の他、本書における税制等に関する記載

内容が変更されることがあります。 

分配
落ち前の
個別元本

分配落ち後の
新たな個別元本

普通分配金

特別分配金

取得申込時 収益分配時

収益
分配金

分配
落ち前の
個別元本

分配落ち後の
新たな個別元本

普通分配金

特別分配金

取得申込時 収益分配時

収益
分配金
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５ 運用状況 

(1) 投資状況 

平成 19 年 8月 31 日現在 

資産の種類 国名 時価（円） 投資比率（％） 

りそな・日経２２５オープン マザーファンド 

受益証券 
日本 36,408,292,108 99.95

現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 18,186,887 0.05

合計（純資産総額） － 36,426,478,995 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 

 

（参考）りそな・日経２２５オープン マザーファンド 

資産の種類 国名 時価（円） 投資比率（％） 

株式 日本 52,326,664,000 92.97

株価指数先物取引(大証日経平均先物(買建)) 日本 3,934,200,000 6.99

現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 21,667,311 0.04

合計（純資産総額） － 56,282,531,311 100.00

（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 

（注）株価指数先物の評価においては、当該取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いていま

す。 

 

(2) 投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 

平成19年8月31日現在

順

位 

国／ 

地域 
種類 銘柄名 

数量 

（口） 

帳簿価額

単価（円）

帳簿価額 

金額（円） 

評価額 

単価（円） 

評価額 

金額（円） 

投資

比率

（％）

1 日本 
親投資信託 

受益証券 

りそな・日経 

２２５オープン 

マザーファンド 

36,015,720,752 1.0830 39,006,362,342 1.0109 36,408,292,108 99.95

※全 1銘柄 

※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価比率をいいます。 

※投資信託受益証券の数量は、所有口数を表示しております。 

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③ その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 
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（参考）りそな・日経２２５オープン マザーファンド 

① 投資有価証券の主要銘柄 

平成 19 年 8月 31 日現在 

帳簿金額 時価評価額 
順

位 
地域 種類 銘柄名 業種 

数量 

（株） 単価 

（円） 

金額 

（円） 

単価 

（円） 

金額 

（円） 

投資

比率

(％)

1 日本 株式 ファナック 電気機器 130,000 12,834.31 1,668,460,900 11,270.00 1,465,100,000 2.60

2 日本 株式 京セラ 電気機器 130,000 12,579.24 1,635,301,560 10,600.00 1,378,000,000 2.45

3 日本 株式 キヤノン 電気機器 195,000 6,857.18 1,337,152,020 6,620.00 1,290,900,000 2.29

4 日本 株式 ＴＤＫ 電気機器 130,000 10,933.96 1,421,415,460 9,850.00 1,280,500,000 2.28

5 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 1,300 871,006.54 1,132,308,509 895,000.00 1,163,500,000 2.07

6 日本 株式 アドバンテスト 電気機器 260,000 5,215.21 1,355,955,160 4,260.00 1,107,600,000 1.97

7 日本 株式 信越化学工業 化学 130,000 9,056.37 1,177,328,200 8,380.00 1,089,400,000 1.94

8 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 130,000 8,880.98 1,154,527,940 8,280.00 1,076,400,000 1.91

9 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 130,000 7,924.49 1,030,184,660 7,920.00 1,029,600,000 1.83

10 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 260,000 4,408.30 1,146,159,000 3,820.00 993,200,000 1.76

11 日本 株式 
ファーストリテイリ

ング 小売業 130,000 7,970.04 1,036,105,960 6,790.00 882,700,000 1.57

12 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 130,000 7,545.08 980,861,200 6,760.00 878,800,000 1.56

13 日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 390,000 2,638.33 1,028,950,200 2,225.00 867,750,000 1.54

14 日本 株式 セコム サービス業 130,000 5,626.53 731,449,560 5,620.00 730,600,000 1.30

15 日本 株式 
エヌ・ティ・ティ・

データ 情報・通信業 1,300 538,524.93 700,082,419 560,000.00 728,000,000 1.29

16 日本 株式 ソニー 電気機器 130,000 6,258.12 813,556,500 5,580.00 725,400,000 1.29

17 日本 株式 テルモ 精密機器 130,000 4,736.99 615,809,820 5,440.00 707,200,000 1.26

18 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 130,000 5,362.57 697,134,800 5,370.00 698,100,000 1.24

19 日本 株式 ダイキン工業 機械 130,000 4,640.79 603,302,920 5,200.00 676,000,000 1.20

20 日本 株式 
富士フイルムホール

ディングス 化学 130,000 5,325.33 692,293,180 5,040.00 655,200,000 1.16

21 日本 株式 オリンパス 精密機器 130,000 4,746.08 616,991,600 4,940.00 642,200,000 1.14

22 日本 株式 エーザイ 医薬品 130,000 5,347.99 695,239,600 4,820.00 626,600,000 1.11

23 日本 株式 トレンドマイクロ 情報・通信業 130,000 3,946.04 512,985,440 4,760.00 618,800,000 1.10

24 日本 株式 ミツミ電機 電気機器 130,000 4,333.25 563,322,560 4,360.00 566,800,000 1.01

25 日本 株式 
ＣＳＫホールディン

グス 情報・通信業 130,000 4,182.24 543,691,640 4,250.00 552,500,000 0.98

26 日本 株式 デンソー 輸送用機器 130,000 4,724.41 614,174,260 4,060.00 527,800,000 0.94

27 日本 株式 
日本碍子 

ガラス・土石製

品 130,000 3,234.47 420,482,240 3,830.00 497,900,000 0.88

28 日本 株式 住友不動産 不動産業 130,000 3,825.19 497,274,700 3,790.00 492,700,000 0.88

29 日本 株式 ニコン 精密機器 130,000 3,608.22 469,069,880 3,620.00 470,600,000 0.84

30 日本 株式 小松製作所 機械 130,000 3,866.82 502,687,700 3,570.00 464,100,000 0.82

※上位 30 銘柄 

※投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価評価額比率です。 
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業種別投資比率 
平成 19 年 8月 31 日現在 

種類 地域 業種 投資比率(％) 

株式 日本 電気機器 21.57

  情報・通信業 7.93

  化学 6.43

  医薬品 6.30

  輸送用機器 6.20

  機械 4.62

  小売業 3.71

  食料品 3.56

  精密機器 3.48

  卸売業 2.96

  不動産業 2.73

  建設業 2.48

  サービス業 2.17

  ガラス・土石製品 2.15

  非鉄金属 2.14

  銀行業 1.96

  陸運業 1.64

  繊維製品 1.28

  保険業 1.27

  その他製品 1.22

  証券、商品先物取引業 1.04

  海運業 1.00

  石油・石炭製品 0.79

  その他金融業 0.77

  ゴム製品 0.71

  鉄鋼 0.60

  金属製品 0.51

  電気・ガス業 0.44

  パルプ・紙 0.42

  倉庫・運輸関連業 0.37

  鉱業 0.24

  空運業 0.17

  水産・農林業 0.12

合計 92.97

※投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の時価評価額比率です。 

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

③ その他投資資産の主要なもの 

種別 取引所 数量（枚） 帳簿価額（円） 評価額（円） 投資比率（％） 
日経平均株価指数 

先物取引（買建） 
大阪 237 3,985,862,100 3,934,200,000 6.99

合計  237 3,985,862,100 3,934,200,000 6.99

※投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価額比率です。 

※株価指数先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いています。 
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(3) 運用実績 

① 純資産の推移 

平成 19 年 8 月 31 日（直近日）現在、同日前 1年以内における各月末およびファンド設定時

からの各計算期間末におけるファンドの純資産総額および基準価額の推移は次の通りです。 

純資産総額（百万円） 基準価額（円）  

(分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 

第1期末(平成12年7月11日) 6,413 6,413 9,883 9,883

第2期末(平成13年7月11日) 16,069 16,069 6,799 6,799

第3期末(平成14年7月11日) 17,625 17,625 5,954 5,954

第4期末(平成15年7月11日) 26,209 26,209 5,477 5,477

第5期末(平成16年7月12日) 35,483 35,483 6,571 6,571

第6期末(平成17年7月11日) 39,774 39,774 6,646 6,646

第7期末(平成18年7月11日) 45,029 45,029 8,812 8,812

第8期末(平成19年7月11日) 29,687 29,687 10,310 10,310

平成18年8月末日 47,155 － 9,184 －

9月末日 48,732 － 9,201 －

10月末日 45,254 － 9,349 －

11月末日 46,749 － 9,276 －

12月末日 40,847 － 9,820 －

平成19年1月末日 37,179 － 9,900 －

2月末日 31,429 － 10,020 －

3月末日 37,128 － 9,884 －

4月末日 35,607 － 9,941 －

5月末日 35,642 － 10,205 －

6月末日 31,753 － 10,363 －

7月末日 32,399 － 9,854 －

8月末日 36,426 － 9,462 －

② 分配の推移 
計算期間 1 万口当たり分配金（円） 

第1期計算期間（H11.7.23～H12.7.11） 0 

第2期計算期間（H12.7.12～H13.7.11） 0 

第3期計算期間（H13.7.12～H14.7.11） 0 

第4期計算期間（H14.7.12～H15.7.11） 0 

第5期計算期間（H15.7.12～H16.7.12） 0 

第6期計算期間（H16.7.13～H17.7.11） 0 

第7期計算期間（H17.7.12～H18.7.11） 0 

第8期計算期間（H18.7.12～H19.7.11） 0 

③ 収益率の推移 
計算期間 収益率（％） 

第1期計算期間（H11.7.23～H12.7.11） ▲1.2 

第2期計算期間（H12.7.12～H13.7.11） ▲31.2 

第3期計算期間（H13.7.12～H14.7.11） ▲12.4 

第4期計算期間（H14.7.12～H15.7.11） ▲8.0 

第5期計算期間（H15.7.12～H16.7.12） 20.0 

第6期計算期間（H16.7.13～H17.7.11） 1.1 

第7期計算期間（H17.7.12～H18.7.11） 32.6 

第8期計算期間（H18.7.12～H19.7.11） 17.0 

（注）収益率の算出方法： 

計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配

落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を、前期末基準価額で除して 100

を乗じた数値です。 
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６ 手続等の概要 

(1) 申込（販売）手続等 

① ファンドを取得される際には、販売会社に取引口座を開設のうえ、お申込みください。 

② 申込みの受付は原則として各営業日の午後 3時（わが国の金融商品取引市場が半休日の場合

は午前 11 時）までとし、受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付とします。 

③ 収益分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２つのコー

スがあります。各申込コースの取得申込単位は以下の通りです。 

申込コース 申込単位 

自動けいぞく投資コース １万円以上  １円単位※ 

一般コース １万口以上  １万口単位 

※取得申込総金額（発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料を加えた額。以下同じ。）におい

て 1万円以上 1円単位とします。 

※収益分配金を再投資する場合は、1口単位とします。 

※取得申込時に販売会社との間で別に定める契約を締結していただきます。この場合、原則として収益分

配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 

※「定期引出」（販売会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせくださ

い。）を取り扱っている販売会社の本支店等においては、「定期引出」を選択することができます。 

ただし、自動けいぞく投資コースで収益分配金を再投資する場合は 1口単位とします。 

また、販売会社によって取り扱う申込コースおよび申込単位が異なる場合がありますので、

詳しくは販売会社（販売会社については、下記お問い合わせ先にご照会ください。）にお問い

合わせくださいなお、投資信託定時定額購入プラン（販売会社によって名称が異なる場合が

あります。詳細は販売会社にお問い合わせください。）を申し込まれた申込者については、毎

月のあらかじめ指定する日にあらかじめ指定した金額をもってファンドの取得の申込みを行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

④ 取得価額は、取得申込受付日の基準価額とします。お申込代金は、取得申込受付日の 1口当

たりの基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、お申込手数料を加えた額となります。 

⑤ 前記④にかかわらず、自動けいぞく投資コースで収益分配金を再投資する場合の取得価額は、

原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。 

 
 
 
 

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/
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※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、取得申込者は販売会社に、取得申込

と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るもの

とし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、

当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または

記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替

口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。

振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替

口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加

信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行

います。 

 

(2) 換金（解約）手続等 

換金に関する手続き、または換金価額についての詳細は、販売会社にお問い合わせください。 

① 解約請求によりいつでも換金することができます。受益者（販売会社を含みます。）は、自

己に帰属する受益権につき、委託会社に下記の解約単位をもって一部解約の実行を請求する

ことができます。 

申込コース 解約単位 

自動けいぞく投資コース １口単位 

一般コース １万口単位 

この場合のお申込みの受付は原則として各営業日の午後 3時（わが国の金融商品取引市場が

半休日の場合は午前 11 時）までとし、受付時間を過ぎてからのお申込は翌営業日の受付とし

ます。 

② 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うも

のとします。 

③ 委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。 

④ 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。 

⑤ 解約請求制の手取り額 

解約請求による 1万口当たりの手取り額は、解約請求受付日の解約価額から所得税および地

方税（解約価額が個別元本※を上回った場合その超過額の 10％）を差し引いた金額となります。

詳しくは「４ 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。 

※「個別元本」とは、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料は含まれません。）をいいます。

詳細は「４ 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照ください。 

⑥ 委託会社は、金融商品取引市場における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、

一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。 

⑦ 一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者はその受付中止以前に行った当

日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を

撤回しない場合には、ファンドの一部解約の価額は、その受付中止を解除した後の最初の基

準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして前記④の規定に準じて計算さ

れた価額とします。 

⑧ 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として 5営業日目から販売会社

の営業所等において受益者に支払います。 
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⑨ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。 

 

※ ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、換金の請求を行う受益者は、そ

の口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託

会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、

社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

平成 19 年 1 月 4 日以降の解約（換金）請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとしま

す。 

平成 18 年 12 月 29 日時点で保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ

移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成 19 年 1 月 4 日以降も引き続き保有された場

合は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続

きには時間を要しますので、ご留意ください。 

 

７ 管理及び運営の概要 

(1) 資産の評価 

① 基準価額の計算方法 

基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがっ

て時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下、「純資産総額」

といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 

 

② 基準価額の計算頻度、照会方法 

基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。また基準価額は原則とし

て、算出された翌日の日本経済新聞に掲載されます。（朝刊のオープン基準価格欄［ＳＧアセ

ット］にて「日経２２５」の略称で掲載されます。）なお、基準価額は１万口当たりで表示さ

れたものが発表されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 追加信託金等の計算方法 

追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、追加信託する受益権の口数を

乗じて得た額とします。 

収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金※1は、原則として、受益者ごと

の信託時の受益権の価額等※2に応じて計算されるものとします。 

※1「収益調整金」とは、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者ごとの信

託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数によ

り加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

信託財産
の資産総額 純資産総額

負債総額

１口

１万口

受益権総口数で
割ったものが基準価額

便宜的に
１万口当たりで表示

信託財産
の資産総額 純資産総額

負債総額

１口１口

１万口

受益権総口数で
割ったものが基準価額

便宜的に
１万口当たりで表示
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※2「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受

益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整

されるものとします。 

(2) 信託期間 

ファンドの信託期間は、無期限とします。ただし、「(4)信託の終了」により信託を終了さ

せることがあります。 

(3) 計算期間 

1)当ファンドの計算期間は、原則として毎年 7月 12 日から翌年 7月 11 日までとします。 

2)各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期

間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま

す。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。 

(4) 信託の終了（ファンドの繰上償還） 

1.委託会社は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口

を下回った場合あるいは受益権の残存口数が当初設定時の受益権口数の 10 分の 1

（224,294,779 口）を下回った場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有

利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のう

え、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、

あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

2.委託会社は、前記 1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつそ

の旨を記載した書面をこのファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべ

ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

3.前記 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して

異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

4.前記 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1

を超えるときは、前記 1.の信託契約の解約を行いません。 

5.委託会社は、この信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を

公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

6.前記 3.～5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている

場合であって、前記 3.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこ

とが困難な場合には適用しません。 

7.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、

信託契約を解約し信託を終了させます。 

8.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信

託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この

信託は、下記「(5)信託約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受

託会社との間において存続します。 

9.受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、
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委託会社はこの信託契約を解約し信託を終了させます。 

＜信託の終了の手続＞ 
 

 

 

 

 

 

 

(5) 信託約款の変更 

1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ

変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

2.委託会社は、前記 1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更

しようとする旨およびその内容を公告し、かつこれらの事項を記載した書面をこのファンド

の知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付した

ときは原則として公告を行いません。 

3.前記 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して

異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

4.前記 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1

を超えるときは、前記 1.の信託約款の変更をしません。 

5.委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を

公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記 1.

～5.までの規定にしたがいます。 

 

(6) 反対者の買取請求権 

信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、前記「(4)信託の終了 3.」ま

たは「(5)信託約款の変更 3.」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、

受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求すること

ができます。 

 

(7) 運用経過の報告 

委託会社は、計算期間の終了時および償還時に運用報告書を作成します。運用報告書につ

いては、あらかじめお申出いただいたご住所に販売会社から送付します。 

(8) 公告 

委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。 

信託の終了の
公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

信託終了
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

信託の終了
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

信託終了
不成立信託の終了の

公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

信託終了
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

信託の終了
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

信託終了
不成立
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(9) 開示 

ファンドの有価証券報告書を計算期間の終了後３ヵ月以内および半期報告書を計算期間の

最初の６ヵ月経過後３ヵ月以内に提出します。 

また、これらの開示書類は、金融庁の電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）によって提出さ

れており、同庁が提供するホームページ（http://info.edinet.go.jp/）にて閲覧することが

できます。 

 

第２ 財務ハイライト情報 

 

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38

年大蔵省令第 59 号）ならびに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関

する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。 

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

また、ここに表示する財務諸表（「貸借対照表」および「損益及び剰余金計算書」）は、有価

証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」（投資信託説明書（請

求目論見書））から抜粋して記載しております。 

 

(2) 当ファンドは、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、第 7 期計算期間（平成 17 年 7 月

12 日から平成 18 年 7 月 11 日まで）及び第 8期計算期間（平成 18 年 7 月 12 日から平成 19

年 7 月 11 日まで）の財務諸表について、新日本監査法人による監査を受けており、その証

明にかかる監査報告書は当該財務諸表に添付されております。 
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りそな・日経２２５オープン 

 

(1)貸借対照表 

（単位：円） 

期 別

 

第7期 

（平成18年7月11日現在） 

第8期 

（平成19年7月11日現在） 

科 目 金     額 金     額 

資産の部   

流動資産   

コール・ローン 257,109,553 208,637,728 

親投資信託受益証券 44,985,306,518 29,674,943,269 

 未収入金 － 710,000,000 

 未収利息 42 2,736 

流動資産合計 45,242,416,113 30,593,583,733 

資産合計 45,242,416,113 30,593,583,733 

負債の部   

流動負債   

未払解約金 39,491,425 758,028,713 

未払受託者報酬 21,442,350 18,336,611 

未払委託者報酬 150,096,386 128,356,198 

その他未払費用 1,500,896 1,283,499 

流動負債合計 212,531,057 906,005,021 

負債合計 212,531,057 906,005,021 

純資産の部   

 元本等   

元本   

   元本 51,100,890,962 28,795,312,307 

剰余金   

期末剰余金又は期末欠損金（△） △6,071,005,906 892,266,405 

（分配準備積立金） (2,406,985,951) (4,005,681,585)

純資産合計 45,029,885,056 29,687,578,712 

負債・純資産合計 45,242,416,113 30,593,583,733 
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(2) 損益及び剰余金計算書 

（単位：円） 

期 別 

 

 

第7期 

自  平成17年 7月12日 

至  平成18年 7月11日 

第8期 

自 平成18年 7月12日 

至 平成19年 7月11日 

科 目 金     額 金     額 

営業収益   

受取利息 4,466 502,598 

有価証券売買等損益 9,184,057,473 7,743,636,751 

営業収益合計 9,184,061,939 7,744,139,349 

営業費用   

受託者報酬 37,881,376 42,512,035 

委託者報酬 265,169,487 297,584,111 

その他費用 2,651,564 2,975,713 

営業費用合計 305,702,427 343,071,859 

営業利益金額 8,878,359,512 7,401,067,490 

経常利益金額 8,878,359,512 7,401,067,490 

当期純利益金額 8,878,359,512 7,401,067,490 

一部解約に伴う当期純利益金額分配額 6,753,910,915 4,148,432,234 

期首欠損金 20,076,680,345 6,071,005,906 

欠損金減少額 21,465,403,161 4,961,684,319 

当期一部解約に伴う欠損金減少額 21,465,403,161 4,961,684,319 

欠損金増加額 9,584,177,319 1,251,047,264 

当期追加信託に伴う欠損金増加額 9,584,177,319 1,251,047,264 

分配金 － － 

期末剰余金又は期末欠損金（△） △6,071,005,906 892,266,405 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

期 別 

 

項 目 

第7期 

自 平成17年 7月12日 

至 平成18年 7月11日 

第8期 

自 平成18年 7月12日 

至 平成19年 7月11日 

1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 

基準価額で評価しております。

 

親投資信託受益証券 

同左 

2.費用・収益の計上基準 

 

有価証券売買等損益の計上基準 

約定日基準で計上しております。

 

有価証券売買等損益の計上基準 

同左 

3.その他 当ファンドの計算期間は平成17

年7月12日から平成18年7月11日ま

でとなっております。 

当ファンドの計算期間は平成18

年7月12日から平成19年7月11日ま

でとなっております。 
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第３ 内国投資信託受益証券事務の概要 

1 受益者に対する特典 

該当事項はありません。 

２ 受益証券名義書換えの事務等 

ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社はこの信託の受益

権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当

該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合

その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま

せん。また、ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無

記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券

への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

３ 受益権の譲渡 

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益

権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの

とします。 

② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する

受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替

口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を

開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の

振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に

受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 

③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機

関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があ

ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

４ 受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会

社に対抗することができません。 

５ 受益権の再分割 

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が

施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現

在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

６ 償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償

還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還

日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記

録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 



 36

７ 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配

金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等につい

ては、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

 

第４ ファンドの詳細情報の項目 

有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」（投資信託説明書（請求目論見書））の

記載項目は以下の通りです。 

第１ ファンドの沿革 

第２ 手続等 

１  申込（販売）手続等 

２  換金（解約）手続等 

第３ 管理及び運営 

１  資産管理等の概要 

(1) 資産の評価 

(2) 保管 

(3) 信託期間 

(4) 計算期間 

(5) その他 

２ 受益者の権利等 

第４ ファンドの経理状況 

１ 財務諸表 

(1) 貸借対照表 

(2) 損益及び剰余金計算書 

(3) 注記表 

(4) 附属明細表 

２ ファンドの現況 

純資産額計算書 

第５ 設定及び解約の実績 



 
1

りそな･日経２２５オープン 約款    

約款第 14 条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方

針は次のものとします。 

 

【基本方針】 

この投資信託は、日経平均株価と連動する投資成果を目標

として運用を行ないます。 

 

【運用方法】 

(1)投資対象 

りそな・日経 225 オープンマザーファンド受益証券を主要

投資対象とします。なお株式等に直接投資することもあり

ます。 

 

(2)投資態度 

1.主としてりそな・日経 225 オープンマザーファンド受

益証券に投資し、日経平均株価と連動する投資成果を

目標として運用を行ないます。 

2.現物株への投資より日経平均株価指数先物取引等を活

用する方が有利と認められる時は、日経平均株価指数

先物取引を活用することがあります。 

3.株価指数等の先物取引を含む株式の実質投資割合は、

原則、信託財産の純資産総額の範囲内となるよう運用

を行ないますが、日経平均株価指数との連動率の向上

をはかるため、一時的に株式の実質投資総額と株価指

数先物取引等の買建玉の実質投資総額の合計額が信託

財産の純資産総額を超えることがあります。ただし、

実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 110％を超え

ないものとします。 

4.組入対象銘柄は、主として東京証券取引所第一部上場

株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や

信用リスクが高いと判断される銘柄等への組入れは行

なわないことがあります。 

5.株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資

する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株

式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属す

るとみなした部分を含みます。）への投資は、原則とし

て信託財産総額の 50％以下とします。 

6.ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情

によっては、上記のような運用が出来ない場合があり

ます。 

7.国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証券

指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係

る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに

外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数

等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先

物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引

（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行なう

ことができます。 

8.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、

スワップ取引および金利先渡取引を行なうことができ 

ます。 

 

【運用制限】 

(1)株式の実質投資割合には、制限を設けません。 

(2)外貨建資産への投資は、行ないません。 

(3)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割

合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20％以下

とします。 

(4)同一銘柄の株式への実質投資割合については、制限をも

うけません。 

(5)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち

会社法第 236 条第 1項第 3号の財産が当該新株予約権付

社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権

がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に

しているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3

第 1項第 7号および第 8号の定めがある新株予約権付社

債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）

の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下と

します。 

(6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への

実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下としま

す。 

(7)投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総

額の 5％以下とします。 

(8)有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行ないます。 

(9)スワップ取引は約款第 20 条の範囲で行ないます。 

(10)金利先渡取引は約款第 21 条の範囲で行ないます。 

 

【収益分配方針】 

毎決算時（毎年 1回、原則として 7月 11 日。ただし、当該

日が休業日の場合は翌営業日とします。）に、原則として次

の通り収益分配を行なう方針です。 

①分配対象額の範囲 

経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額と

します。 

②分配対象額についての分配方針 

分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案

して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合に

は分配を行なわないこともあります。 

③留保益の運用方針 

収益の分配に充てず信託財産内に留保した利益につい

ては、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。 

  

 

追加型証券投資信託 りそな・日経 225 オープン 約款 

 

【信託の種類、委託者および受託者】 

第１条 この信託は、証券投資信託であり、ソシエテジェ

ネラルアセットマネジメント株式会社を委託者とし、

りそな信託銀行株式会社を受託者とします。 

②この信託は、信託財産に属する財産についての対抗

要件に関する事項を除き、信託法（大正 11 年法律第

62 号）の適用を受けます。 

【信託事務の委託】 

第１条の２ 受託者は、信託法第26条第1項に基づき、信託

事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の

兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業

務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を

締結し、これを委託することができます。 

 



 
2

【信託の目的、金額および追加信託の限度額】 

第２条 委託者は、金2,242,947,797円を受益者のために利

殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けま

す。 

②委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限

度として信託金を追加することができるものとし、

追加信託が行なわれたときは、受託者は、その引受

けを証する書面を委託者に交付します。 

③委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変

更することができます。 

 

【信託期間】 

第３条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 44 条第

1項、第 45 条第 1項、第 46 条第 1項、および第 48

条第 2項の規定による信託終了の日または信託契約

解約の日とします。 

 

【受益権の取得申込みの勧誘の種類】 

第４条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、

金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に

該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条

第８項に定める公募により行われます。 

 

【当初の受益者】 

第５条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益

者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第6

条により分割された受益権は、その取得申込口数に

応じて取得申込者に帰属します。 

 

【受益権の分割および再分割】 

第６条 委託者は、第2条に規定する信託によって生じた受

益権については2,242,947,797口に、追加信託によっ

て生じた受益権については、これを追加信託の都度、

第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割しま

す。 

②委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、

社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合

には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところに

したがい、一定日現在の受益権を均等に再分割でき

ます。 

 

【追加信託金の価額および口数、基準価額の計算方法】 

第７条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の

基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を

乗じた額とします。 

②この約款において基準価額とは、信託財産に属する

資産（受入担保金代用有価証券を除く）を法令およ

び社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して

得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金

額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日に

おける受益権総口数で除した金額をいいます。 

 

【信託日時の異なる受益権の内容】 

第８条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすること

により差異を生ずることはありません。 

 

【受益権の帰属と受益証券の不発行】 

第９条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債

等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、

株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替

えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」

を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の

適用を受けることとし、同日以降に追加信託される

受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託

の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替

機関（社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、

以下「振替機関」といいます。）及び当該振替機関の

下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座

管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機

関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録

されることにより定まります（以下、振替口座簿に

記載または記録されることにより定まる受益権を

「振替受益権」といいます。）。 

②委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が

社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された

場合または当該指定が効力を失った場合であって、

当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場

合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替

受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、

受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益

証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から

記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券か

ら無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再

発行の請求を行なわないものとします。 

③委託者は、第 6条の規定により分割された受益権に

ついて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま

たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関

への通知を行なうものとします。振替機関等は、委

託者から振替機関への通知があった場合、社振法の

規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな

記載または記録を行ないます。 

④委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振

替受入簿に記載または記録を申請することができる

ものとし、原則としてこの信託の平成 18 年 12 月 29

日現在の全ての受益権（受益権につき、既に信託契

約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約に

かかる一部解約金の支払開始日が平成 19年 1月 4日

以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平

成 19年 1月 4日に振替受入簿に記載または記録する

よう申請します。ただし、保護預りではない受益証

券に係る受益権については、信託期間中において委

託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうもの

とします。振替受入簿に記載または記録された受益

権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到

来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を

含みます。）は無効となり、当該記載または記録によ

り振替受益権となります。また、委託者は、受益者

を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載ま

たは記録を申請する場合において、指定販売会社（委

託者の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定

する第一種金融商品取引業を行う者および委託者の

指定する金融商品取引法第２条第11項に規定する登
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録金融機関をいいます。以下同じ。）に当該申請の手

続きを委任することができます。 

 

【受益権の設定に係る受託者の通知】 

第10条 受託者は、追加信託により生じた受益権について

は追加信託のつど、振替機関の定める方法により、

振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通

知を行ないます。 

【受益権の取得単位および価額】 

第11条 指定販売会社は、第6条第1項の規定により分割さ

れる受益権を、その取得申込者に対し、1万口以上1

万口単位をもって取得の申込みに応じることができ

るものとします。なお、別に定めるりそな・日経225

自動けいぞく投資約款（別の名称で同様の権利義務

関係を規定する契約を含むものとします。この場合

「自動けいぞく投資約款」は別の名称に読みかえる

ものとします。）にしたがって契約（以下「別に定め

る契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、

1万円以上1円単位をもって取得の申込みに応じるこ

とができるものとします。 

②前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同

時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託

の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を

示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口

数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、

指定販売会社は、当該取得申込の代金（第 3項の受

益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額を

いいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該

取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行

なうことができます。 

③第 1項の場合の受益権の価額は、取得申込日の基準

価額に、当該基準価額にかかる手数料および当該手

数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費

税等」といいます。）に相当する金額を加算した価額

とします。ただし、この信託契約日前の取得申込み

にかかる取得価額は、1口につき 1円に手数料および

当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算

した価額とします。 

④前項の手数料の額は、委託者、指定販売会社がそれ

ぞれ別に定めるものとします。 

⑤前項の規定にかかわらず、証券投資信託の受益権を

信託終了時まで保有した受益者（信託期間を延長し

た証券投資信託（追加型証券投資信託にあっては、

延長前の信託終了日（以下「当初の信託終了日」と

いいます。）以降、収益分配金の再投資以外の追加信

託を行なわないものをいいます。以下本項において

同じ。）にあっては、当初の信託終了日まで当該信託

の受益権を保有した受益者をいいます。以下本項に

おいて同じ。）が、その償還金（信託期間を延長した

証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降に

おける当該信託の受益権の買取請求に係る売却代金

または一部解約金を含みます。以下本項において同

じ。）をもって、当該信託終了日（信託期間を延長し

た証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降

における当該信託の受益権の買取約定日または一部

解約請求日を含みます。以下本項において同じ。）の

属する月の翌月の初日から起算して 3カ月以内に、

当該償還金の支払いを受けた当該証券会社および登

録金融機関または委託者でこの信託にかかる受益権

の取得申込をする場合の当該受益権の価額は、当該

償還金額の範囲内（単位型証券投資信託にあっては、

当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額）

で取得する口数について取得申込日の基準価額とし

ます。また、当該償還金額を超える金額に対応する

口数についての受益権の取得価額は、申込日の基準

価額に当該取得申込総口数に適用される委託者およ

び指定販売会社がそれぞれ別に定める手数料の額お

よび当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加

算した価額とします。 

なお、委託者の指定する証券会社および登録金融機関

または委託者は、当該受益者に対し、償還金の支払

いを受けたことを証する書類の提示を求めることが

できます。 

⑥第 3項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契

約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権

の価額は、原則として、第 33 条に規定する各計算期

間の終了日の基準価額とします。 

⑦前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品市

場（金融商品取引法第２条第 17 項に規定する取引所

金融商品市場および金融商品取引法第２条第８項第

３号ロに規定する外国金融商品市場を「金融商品市

場等」といい、金融商品市場等のうち、有価証券の

売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もし

くは同項第５号の取引を行う市場を「金融商品市場」

といいます。以下同じ。）における取引の停止その他

やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込

みの受け付けを中止することおよびすでに受け付け

た取得申込みの受付を取り消すことができます。 

 

【受益権の譲渡に係る記載または記録】 

第12条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合に

は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま

たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に

振替の申請をするものとします。 

②前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当

該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少

および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、

その備える振替口座簿に記載または記録するものと

します。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開

設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開

設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機

関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人

の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記

録が行なわれるよう通知するものとします。 

③委託者は、第 1項に規定する振替について、当該受

益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ

れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振

替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお

いて、委託者が必要と認めるときまたはやむをえな

い事情があると判断したときは、振替停止日や振替

停止期間を設けることができます。 
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【受益権の譲渡の対抗要件】 

第13条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿へ

の記載または記録によらなければ、委託者および受

託者に対抗することができません。 

 

【運用の基本方針】 

第14条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定

める運用の基本方針にしたがってその指図を行ない

ます。 

 

【運用の指図範囲】 

第15条 委託者は、信託金を、主としてソシエテジェネラ

ルアセットマネジメント株式会社を委託者とし、り

そな信託銀行株式会社を受託者として締結されたり

そな・日経225オープンマザーファンド（以下「マザ

ーファンド」といいます。）の受益証券および次の有

価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により

有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き

ます。）に投資することを指図します。 

1.株券または新株引受権証書 

2.国債証券 

3.地方債証券 

4.特別の法律により法人の発行する債券 

5.社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となっ

た新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権

付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除き

ます。） 

6.特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引

法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。） 

7.コマーシャル・ペーパー 

8.新株引受権証券{分離型新株引受権付社債券の新

株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株

予約権証券 

9.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証

券または証書で前各号の証券または証書の性質を

有するもの 

10.投資信託証券の受益証券（金融商品取引法第２条

第１項第 10 号で定めるものをいい、外国証券投資

信託を除きます。） 

11.投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11 号

で定めるものをいい、外国投資証券を除きます。） 

12.オプションを表示する証券または証書（金融商品

取引法第２条第１項第 19 号で定めるものをいい、

有価証券にかかるものに限ります。） 

13.預託証書（金融商品取引法第２条第１項第 20 号

で定めるもので、本邦通貨建のものとします。） 

14.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条

第１項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益

証券に限ります。） 

15.抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第 16 号

で定めるものをいいます。） 

16.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第

２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託の

受益証券に表示されるべきもの 

なお、第 1号の証券または証書、第 9号ならびに第

13 号の証券または証書のうち第 1号の証券または証

書の性質を有するものおよび第11号の証券のうちク

ローズド・エンド型のものを以下「株式」といい、

第 2号から第 6号までの証券および第 9号ならびに

第 13号の証券または証書のうち第 2号から第 6号ま

での証券の性質を有するものを以下「公社債」とい

い、第 10 号および第 11 号の証券のうちクローズド・

エンド型以外のものを以下「投資信託証券」といい

ます。 

②委託者は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、

次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項

の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ

る権利を除きます。）により運用することを指図する

ことができます。 

1.預金 

2.指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第 14

号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

3.コール・ローン 

4.手形割引市場において売買される手形 

5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２

条第２項第１号で定めるもの 

③第 1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、

償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用

上必要と認めるときには、委託者は信託金を、前項

第 1号から第 5号までに掲げる金融商品により運用

することの指図ができます。 

④委託者は、取得時において信託財産に属する新株引

受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー

ファンドに属する新株引受権証券および新株予約権

証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした

額の合計額が信託財産の純資産総額の100分の 20を

超えることとなる投資の指図をしません。 

⑤委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総

額とマザーファンドに属する投資信託証券の時価総

額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が

信託財産の純資産総額の 100 分の 5を超えることと

なる投資の指図をしません。 

⑥前2項において信託財産に属するとみなした額とは、

信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザ

ーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資

産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

 

【投資する株式等の範囲】 

第16条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受

権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品

取引所（この約款において、金融商品取引法第２条

第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取

引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品

市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券

の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号も

しくは同項第５号の取引を行う市場および当該市場

を開設するものを「金融商品取引所」といいます。

以下同じ。）に上場（上場予定を含みます。）されて

いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引

所に準ずる市場において取引されている株式の発行

会社の発行するものとします。ただし、株主割当ま

たは社債権者割当により取得する株式、新株引受権
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証券および新株予約権証券についてはこの限りでは

ありません。 

②前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定

の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目

論見書等において上場または登録されることが確認

できるものについては委託者が投資することを指図

することができるものとします。 

 

【同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限】 

第17条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受

権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーフ

ァンドの信託財産に属する当該新株引受権証券およ

び新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属す

るとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総

額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしま

せん。 

②前項において信託財産に属するとみなした額とは、

信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マ

ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該

資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。  

 

【信用取引の指図範囲】 

第18条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

信用取引により株券を売り付けることの指図をする

ことができます。なお当該売りつけの決済について

は、株券の引き渡し又は買戻しにより行なうことの

指図をすることができるものとします。 

②前項の信用取引の指図は、各号に掲げる有価証券の

発行会社の発行する株券について行なうことができ

るものとし、且つ次の各号に掲げる株券数の合計数

を超えないものとします。 

1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権

利行使により取得する株券 

2.株式分割により取得する株券 

3.有償増資により取得する株券 

4.売り出しにより取得する株券 

5.信託財産に属する転換社債の転換請求並びに新株

予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1項第 3号

の財産が当該新株予約権付社債についての社債で

あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独

で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている

もの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第

1項第 7号および第 8号の定めがある新株予約権

付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と

いいます。）の新株予約権の行使により取得可能な

株券 

6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受

権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産

に属する新株予約権証券および新株予約権付社債

券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）

の行使により取得可能な株券 

 

【先物取引等の運用指図】 

第19条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価

証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号

イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物

取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ

るものをいいます。）および有価証券オプション取引

（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるも

のをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれ

らの取引と類似の取引を行なうことの指図をするこ

とができます。なお、選択権取引はオプション取引

に含めるものとします。（以下同じ。） 

②委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物

取引およびオプション取引ならびに外国の取引所に

おけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指

図をすることができます。 

 

【スワップ取引の運用指図・目的・範囲】 

第20条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用

に資するため、異なった受取金利または異なった受

取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取

引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうこ

との指図をすることができます。 

②スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約

期限が、原則として第 3条に定める信託期間を超え

ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期

間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで

はありません。 

③スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に

かかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファ

ンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の

総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計

額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」とい

います。以下本項において同じ。）が、信託財産の純

資産総額を超えないものとします。なお、信託財産

の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少

して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産

の純資産総額を超えることとなった場合には、委託

者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ

取引の一部の解約を指図するものとします。 

④前項においてマザーファンドの信託財産にかかるス

ワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属す

るとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に

かかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファ

ンドの純資産総額に占める信託財産に属するマザー

ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た

額をいいます。 

⑤スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市

場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するもの

とします。 

⑥委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提

供あるいは受入れが必要と認めた時は、担保の提供

あるいは受入れの指図を行なうものとします。 

 

【金利先渡取引の運用指図・目的・範囲】 

第21条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用

に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図を

することができます。 

②金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済

日が原則として第 3条に定める信託期間を超えない

ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
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で全部解約可能なものについてはこの限りではあり

ません。 

③金利先渡取引の評価は、当該取引の相手方が市場実

勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとし

ます。 

④委託者は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提

供あるいは受入れが必要と認められたときは、担保

の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。 

 

【同一銘柄の転換社債等への投資制限】 

第22条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債

および転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマ

ザーファンドの信託財産に属する当該転換社債およ

び転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信

託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財

産の100分の10を超えることとなる投資の指図をし

ません。 

②前項において信託財産に属するとみなした額とは、

信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価

総額に、マザーファンドの純資産総額に占める当該

転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価

総額の割合を乗じて得た額をいいます。 

 

【有価証券の貸付の指図および範囲】 

第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、

信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範

囲内で貸付の指図をすることができます。 

1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時

価合計額が、信託財産で保有する株式の時価評価

額の 50％を超えないものとします。 

2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債

の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社

債の額面金額の合計額の 50％を超えないものと

します。 

②前項に定める限度額を超えることとなった場合には、

委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約

の一部の解約を指図するものとします。 

③委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めた

ときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。 

 

【保管業務の委任】 

第24条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属す

る資産を外国で保管する場合には、その業務を行な

うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保

管契約を締結し、これを委任することができます。 

 

【有価証券の保管】 

第25条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等

に基づき、保管振替機関等に預託し保管させること

ができます。 

 

【混蔵寄託】 

第26条 金融機関または金融商品取引業者（金融商品取引

法第２条第９項に規定する金融商品取引業を行う者

および外国の法令に準拠して設立された法人でこの

者に類する者をいいます。以下本条において同じ。）

から、売買代金および償還金等について円貨で約定

し円貨で決済する取引により取得した外国において

発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機

関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保

管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名

義で混蔵寄託できるものとします。 

 

【一括登録】 

第27条 （削除） 

 

【信託財産の登記等および記載等の留保等】 

第28条 信託の登記または登録をすることができる信託財

産に属する有価証券については、信託の登記または

登録をすることとします。ただし、受託者が必要と

認める場合のほか、信託の表示および記載をしませ

ん。 

②前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために

委託者または受託者が必要と認めるときは、速やか

に登記または登録をするものとします。 

③信託財産に属する旨の記載または記録をすることが

できる信託財産については、信託財産に属する旨の

記載または記録をするとともに、その計算を明らか

にする方法により分別して管理するものとします。

ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らか

にする方法により分別して管理することがあります。 

④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別す

ることができる方法によるほか、その計算を明らか

にする方法により分別して管理することがあります。 

 

【有価証券の売却および再投資の指図】 

第29条 委託者は、信託財産に属するみなす信託の受益証

券にかかる信託契約の一部解約、有価証券の売却等

の指図ができます。 

②委託者は、前項の規定による一部解約金、売却代金、

有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価

証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の

収入金を再投資することの指図ができます。 

 

【資金の借入れの指図および範囲】 

第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用

の安定性をはかるため、信託財産において一部解約

金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ

の指図をすることができます。なお、当該借入金を

もって有価証券等の運用は行なわないものとします。 

②前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満た

す範囲内の額とします。 

1.一部解約金の支払資金の手当てのために行なった

有価証券等の売却等または解約等ならびに有価証

券等の償還による受取の確定している資金の額の

範囲内。 

2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当

該支払日における支払資金の不足額の範囲内。 

3.借入指図を行なう日における信託財産の純資産総

額の 10％以内。 

③前項の一部解約に伴う支払資金の手当てのための借

入期間は受益者への解約代金支払開始日から信託財
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産で保有する有価証券等の売却代金の入金日までの

間または受益者への解約代金支払開始日から信託財

産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間

もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財

産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期

間が５営業日以内である場合の当該期間に限るもの

とします。 

④借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

 

【損益の帰属】 

第31条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じ

た利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

 

【受託者による資金立替え】 

第32条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、

新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申

出があるときは、受託者は資金の立替えをすること

ができます。 

②信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の

清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当

金およびその他の未収入金で、信託終了日までにそ

の金額を見積もりうるものがあるときは、受託者が

これを立替えて信託財産に繰り入れることができま

す。 

③前 2項の立替金の決済および利息については、受託

者と委託者との協議により、その都度別にこれ を

定めます。 

 

【計算期間】 

第33条 この信託の計算期間は、毎年7月12日から翌年7月

11日までとすることを原則とします。なお、第1計算

期間は、平成11年7月23日から平成12年7月11日まで

とします。 

②前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算

期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま

す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日

の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始

されるものとします。ただし、最終計算期間の終了

日は、第 3条に定める信託期間の終了日とします。 

 

【信託財産に関する報告】 

第34条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託

財産に関する計算書および報告書を作成してこれを

委託者に提出します。 

②受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信

託財産に関する総計算書および報告書を作成してこ

れを委託者に提出します。 

 

【信託事務の諸費用】 

第35条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する

諸費用および受託者の立替えた立替金の利息（以下

「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信

託財産中から支弁します。 

②信託財産の財務諸表の監査報酬および当該監査報酬

に係る消費税および地方消費税（以下、「消費税等」

といいます。）に相当する金額は、第 33 条に規定す

る計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に

年 0.007％の率を乗じて計算し、毎計算期間の最初の

6ヶ月終了日（ただし、第 1計算期間については、平

成 12 年 1月 11 日とします。）および毎計算期末、ま

たは信託終了のとき、当該消費税等相当額とともに

信託財産の中より支弁するものとします。 

 

【信託報酬等】 

第36条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第33条

に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資

産総額に年10,000分の80の率を乗じて得た金額とし

ます。 

②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6ヶ月終了

日（ただし、第 1計算期間については、平成 12 年 1

月 11 日とします。）および毎計算期末または信託終

了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者

と受託者との間の配分は別に定めます。 

③第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、

信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 

 

【収益分配】 

第37条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、

次の方法により処理するものとします。 

1.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およ

びこれらに類する収益から支払利息を控除した額

（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、

監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当す

る金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費

税等に相当する金額を控除した後、その残額を受

益者に分配することができます。なお、次期以降

の分配に充てるため、その一部を分配準備積立金

として積立てることができます。 

2.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売

買益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該

監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報

酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する

金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全

額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配

することができます。ただし、分配後に残額があ

るときは、これを次期以降の分配に充てるため、

分配準備積立金として積立てることができます。 

②毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、

次期に繰り越します。 

 

【追加信託金および一部解約金の計算処理】 

第38条 （削除） 

 

【収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への払い込

みと支払いに関する受託者の免責】 

第39条 受託者は、収益分配金については、第40条第1項に

規定する支払開始日の前日および第40条第2項に規

定する交付開始前までに、償還金（信託終了時にお

ける信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額

をいいます。以下同じ。）については第40条第4項に

規定する支払開始日の前日までに、一部解約金につ

いては第40条第5項に規定する支払日までに、その全
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額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。 

②受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金

口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払

い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その

責に任じません。 

 

【収益分配金、償還金および一部解約金の支払い】 

第40条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委

託者の指定する日から、毎計算期間の末日において

振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい

る受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日

以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる

受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる

計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込

代金支払前のため委託者の指定する証券会社または

登録金融機関の名義で記載または記録されている受

益権については原則として取得申込者とします。）に

支払います。なお、平成19年1月4日以降においても、

第41条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益

分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、

当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払い

ます。 

②前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づい

て収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託

者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことに

より、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、収

益分配金を委託者の指定する証券会社および登録金

融機関に交付されます。この場合、委託者の指定す

る証券会社および登録金融機関は、受益者に対し、

遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得

の申込みに応じたものとします。当該売付けにより

増加した受益権は、第9条第3項の規定にしたがい、

振替口座簿に記載または記録されます。 

③前項の規定にかかわらず、委託者の指定する証券会

社および登録金融機関は、前項の受益者がその有す

る受益権の全部もしくは一部の口数について、前項

の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込

みを中止することを申し出た場合においては、当該

受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了の

都度受益者に支払います。 

④償還金は、信託終了日後 1カ月以内の委託者の指定

する日から、信託終了日において振替機関等の振替

口座簿に記載または記録されている受益者（信託終

了日以前において一部解約が行なわれた受益権にか

かる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前

に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委

託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義

で記載または記録されている受益権については原則

として取得申込者とします。）受益者に支払います。

なお、当該受益者は、その口座が開設されている振

替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするの

と引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口

数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に

したがい当該振替機関等の口座において当該口数の

減少の記載または記録が行なわれます。また、受益

証券を保有している受益者に対しては、償還金は、

信託終了日後１カ月以内の委託者の指定する日から

受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。 

⑤一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算

して原則として5営業日目から受益者に支払います。 

⑥前各号（第 2項を除く。）に規定する収益分配金、償

還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定す

る証券会社および登録金融機関の営業所等において

行なうものとします。ただし、委託者が自らの募集

にかかる受益権に帰属する収益分配金、償還金およ

び一部解約金の支払いは、委託者において行なうも

のとします。 

⑦収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益

調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益

権の価額等に応じて計算されるものとします。 

 

【収益分配金および償還金の時効】 

第41条 受益者が、収益分配金については第40条第1項に規

定する支払開始日から5年間その支払いを請求しな

いとき、ならびに信託終了による償還金について、

第40条第4項に規定する支払開始日から10年間その

支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託

者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属

します。 

 

【信託の一部解約】 

第42条 受益者（委託者の指定する証券会社および登録金

融機関を含みます。）は、自己に帰属する受益権につ

き、委託者に1万口単位（別に定める契約にかかる受

益権については1口単位）をもって一部解約の実行を

請求することができます。 

②平成 19年 1月 4日以降の信託契約の一部解約に係る

一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託

者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、

振替受益権をもって行なうものとします。ただし、

平成 19年 1月 4日以降に一部解約金が受益者に支払

われることとなる一部解約の実行の請求で、平成 19

年 1月 4日前に行なわれる当該請求については、振

替受益権となることが確実な受益証券をもって行な

うものとします。 

③委託者は、第 1項の一部解約の実行の請求を受け付

けた場合には、この信託契約の一部を解約します。

なお、第 1項の一部解約の実行の請求を行なう受益

者は、その口座が開設されている振替機関等に対し

て当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約

を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に

係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうも

のとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の

口座において当該口数の減少の記載または記録が行

なわれます。 

④前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日

の基準価額とします。 

⑤委託者は、証券取引所における取引の停止、その他

やむを得ない事情があるときは、第 1項による請求

の受け付けを中止することができます。 

⑥前項により、一部解約の実行の請求の受け付けが中

止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前
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に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回でき

ます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求

を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価

額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準

価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けた

ものとして、第 4項の規定に準じて計算された価額

とします。 

⑦（削除） 

⑧（削除） 

 

【質権口記載又は記録の受益権の取り扱い】  

第43条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記

録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、

一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および

償還金の支払い等については、この約款によるほか、

民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

 

【信託契約の解約】 

第44条 委託者は、第3条の規定による信託終了前に、信託

契約の一部を解約することにより受益権の口数が10

億口を下回ることとなった場合あるいは受益権の口

数が当初設定にかかる受益権口数の10分の1を下回

ることとなった場合、またはこの信託契約を解約す

ることが受益者のため有利であると認めるとき、も

しくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者

と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了

させることができます。この場合において、委託者

は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に

届け出ます。 

②委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約

しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した

書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対

して交付します。ただし、この信託契約にかかるす

べての受益者に対して書面を交付したときは、原則

として、公告を行ないません。 

③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者

は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき

旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らな

いものとします。 

④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権

の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、

第 1項の信託契約の解約をしません。 

⑤委託者は、この信託契約の解約をしないこととした

ときは、解約しない旨およびその理由を公告し、か

つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益

者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対

して書面を交付したときは、原則として、公告を行

いません。 

⑥第 3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照

らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であ

って、第３項の一定の期間が一月を下らずにその公

告および書面の交付を行うことが困難な場合には適

用しません。 

 

【委託者の登録取消等に伴う取扱い】 

第45条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、

解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者

は、この信託契約を解約し信託を終了させます。 

②前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約

に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引

き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 49 条第

4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と

受託者との間において存続します。 

 

【信託契約に関する監督官庁の命令】 

第46条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命

令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約

を解約し信託を終了させます。 

②委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款

を変更しようとするときは、第 49 条の規定にしたが

います。 

 

【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】 

第47条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することが

あり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲

渡することがあります。 

②委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継さ

せることがあり、これに伴い、この信託契約に関す

る事業を承継させることがあります。 

③（削除） 

 

【受託者の辞任および解任に伴う取扱い】 

第48条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任

することができます。受託者がその任務に背いた場

合、その他重要な事由が生じたときは、委託者また

は受益者は、裁判所に受託者の解任を請求すること

ができます。受託者が辞任した場合、または裁判所

が受託者を解任した場合、委託者は、第49条の規定

にしたがい、新受託者を選任します。 

②委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は

この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

【信託約款の変更】 

第49条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき

またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者

と合意のうえ、この信託約款を変更することができ

るものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およ

びその内容を監督官庁に届け出ます。 

②委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大

なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨

およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記

載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益

者に対して交付します。ただし、この信託約款にか

かるすべての受益者に対して書面を交付したときは、

原則として、公告を行ないません。 

③前項の公告および書面には、受益者で異議のある者

は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき

旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らな

いものとします。 

④前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権

の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、

第 1項の信託約款の変更をしません。 
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⑤委託者は、当該信託約款の変更をしないこととした

ときは、変更しない旨およびその理由を公告し、か

つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益

者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対

して書面を交付したときは、原則として、公告を行

いません。 

 

【反対者の買取請求権】 

第50条 第44条に規定する信託契約の解約または前条に規

定する信託約款の変更を行う場合において、第44条

第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対

して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に

帰属する受益証券を、信託財産をもって買取るべき

旨を請求することができます。 

 

【公告】 

第51条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新

聞に掲載します。 

 

【信託約款に関する疑義の取扱い】 

第52条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、

委託者と受託者との協議により定めます。 

 

 

【付則】 

第１条 第40条第7項に規定する「収益調整金」は、所得税

法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎

の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原

則として、追加信託のつど当該口数により加重平均

され、収益分配のつど調整されるものとします。ま

た、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受

益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信

託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口

数により加重平均され、収益分配のつど調整される

ものとします。なお、平成12年3月31日以前の取得申

込にかかる受益権の信託時の受益証券の価額は、委

託者が計算する平成12年3月31日の平均信託金（信託

金総額を総口数で除して得た額）とみなすものとし

ます。 

 

第２条 平成18年12月29日現在の信託約款第9条、第11条か

ら第16条の規定および受益権と読み替えられた受益

証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等

により受益証券を発行する場合には、なおその効力

を有するものとします。 

 

上記各条項によりこの信託契約を締結します。 

 

平成 11 年 7月 23 日 

 

委託者 東京都中央区日本橋室町三丁目 2番 15 号 

       ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 

 

受託者 東京都千代田区大手町二丁目 1番 1号 

      りそな信託銀行株式会社 

 

【付表】 

・この証券投資信託の受託者は、平成 14 年 9月 9日付をも

って、営業譲渡によりあさひ信託銀行株式会社から大和

銀信託銀行株式会社に変更しております。（大和銀信託

銀行株式会社は、平成 14 年 10 月 15 日付で、りそな信託

銀行株式会社に社名変更しております。） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

りそな・日経２２５オープン 
追加型株式投資信託／インデックス型（日経２２５連動型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資信託説明書 

（請求目論見書） 

2007年10月
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．この投資信託説明書（請求目論見書）により行う「りそな・日経２２５オープン」の募集については、委託

会社は金融商品取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定に基づく有価証券届出書を平成19年10月11日に関

東財務局長に提出しており、平成19年10月12日にその届出の効力が生じております。 

２．この投資信託説明書（請求目論見書）は、金融商品取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第

15条第3項の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。 

３．「りそな・日経２２５オープン」の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替相場の

変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。当ファ

ンドは元本が保証されているものではありません。 

４. 当ファンドは、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 
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第１ ファンドの沿革 

平成 11 年 7 月 23 日  信託契約の締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始 

平成 14 年 10 月 15 日  ファンドの名称を「あさひ東京・日経２２５オープン」から 

「りそな・日経２２５オープン」に変更 

 

第２ 手続等 

１ 申込（販売）手続等 

(1) ファンドを取得される際には、販売会社に取引口座を開設のうえ、お申込みください。 

(2) 申込みの受付は原則として各営業日の午後 3 時（わが国の金融商品取引市場が半休日の場合

は午前 11 時）までとし、受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付とします。 

(3) 収益分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２つのコース

があります。各申込コースの取得申込単位は以下の通りです。 

申込コース 申込単位 

自動けいぞく投資コース １万円以上  １円単位※ 

一般コース １万口以上  １万口単位 

※取得申込総金額（発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料を加えた額。以下同じ。）において

1万円以上 1円単位とします。 

※収益分配金を再投資する場合は、1口単位とします。 

※取得申込時に販売会社との間で別に定める契約を締結していただきます。この場合、原則として収益分配

金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 

※「定期引出」（販売会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社にお問い合わせください。）

を取り扱っている販売会社の本支店等においては、「定期引出」を選択することができます。 

ただし、自動けいぞく投資コースで収益分配金を再投資する場合は 1口単位とします。 

また、販売会社によって取り扱う申込コースおよび申込単位が異なる場合がありますので、

詳しくは販売会社（販売会社については、下記お問い合わせ先にご照会ください。）にお問い

合わせください。なお、投資信託定時定額購入プランを申し込まれた申込者については、毎月

のあらかじめ指定する日にあらかじめ指定した金額をもってファンドの取得の申込みを行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

(4) 取得価額は、取得申込受付日の基準価額とします。お申込代金は、取得申込受付日の 1 口当

たりの基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、お申込手数料を加えた額となります。 

(5) 前記(4)にかかわらず、自動けいぞく投資コースで収益分配金を再投資する場合の取得価額は、

原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。 

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/

お問い合わせ先

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

フリーダイヤル： ０１２０－４９８－１０４

受付は土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時（証券取引所の半休日は午前9時から正午）

ホームページアドレス： http://www.sgam.co.jp/
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※ファンドの受益権は、平成19年1月4日より振替制度に移行しており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同

時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当

該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申

込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うこと

ができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記

載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会

社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載また

は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める

方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。 

 

２ 換金（解約）手続等 

換金に関する手続き、または換金価額についての詳細は、販売会社にお問い合わせください。 

(1) 解約請求によりいつでも換金することができます。受益者（販売会社を含みます。）は、自己

に帰属する受益権につき、委託会社に下記の解約単位をもって一部解約の実行を請求すること

ができます。 

申込コース 解約単位 

自動けいぞく投資コース １口単位 

一般コース １万口単位 

この場合のお申込みの受付は原則として各営業日の午後 3 時（わが国の金融商品取引市場が

半休日の場合は午前 11 時）までとし、受付時間を過ぎてからのお申込は翌営業日の受付とし

ます。 

(2) 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うも

のとします。 

(3) 委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。 

(4) 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。 

(5) 解約請求制の手取り額 

解約請求による 1 万口当たりの手取り額は、解約請求受付日の解約価額から所得税および地

方税（解約価額が個別元本※を上回った場合その超過額の 10%）を差し引いた金額となります。 

※「個別元本」とは、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料は含まれません。）をいいます。 

(6) 委託会社は、金融商品取引市場における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、

一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。 

(7) 一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者はその受付中止以前に行った当

日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤

回しない場合には、ファンドの一部解約の価額は、その受付中止を解除した後の最初の基準価

額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして前記(4)の規定に準じて計算された

価額とします。 

(8) 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から販売会社

の営業所等において受益者に支払います。 

(9) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。 

※ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行しており、換金の請求を行う受益者は、その口
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座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行

うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定

にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われています。平成 19 年 1

月 4 日以降の解約（換金）請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。平成 18 年 12

月 29 日時点で保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移行しています。

受益証券をお手許で保有されている方で、平成 19 年 1 月 4 日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申

し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要します

ので、ご留意ください。 

 
 

第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要 

(1) 資産の評価 

① 基準価額の計算方法 

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令およ

び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総

額を控除した金額（以下、「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除

した金額をいいます。 

② 基準価額の計算頻度、照会方法 

基準価額は、原則として委託会社の各営業日に算出されます。 

基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。また基準価額は原則とし

て、算出された翌日の日本経済新聞に掲載されます。（朝刊のオープン基準価格欄［ＳＧアセ

ット］にて「日経２２５」の略称で掲載されます。）なお、基準価額は１万口当たりで表示さ

れたものが発表されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 追加信託金等の計算方法 

追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、追加信託する受益権の口数を乗

じて得た額とします。 

収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金※1 は、原則として、受益者ごと

の信託時の受益権の価額等※2に応じて計算されるものとします。 

※1「収益調整金」とは、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者ごとの信託

時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加

重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

信託財産
の資産総額 純資産総額

負債総額

１口

１万口

受益権総口数で
割ったものが基準価額

便宜的に
１万口当たりで表示

信託財産
の資産総額 純資産総額

負債総額

１口１口

１万口

受益権総口数で
割ったものが基準価額

便宜的に
１万口当たりで表示
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※2「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受

益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整さ

れるものとします。 

(2) 保管 

  該当事項はありません。 

(3) 信託期間 

ファンドの信託期間は、無期限とします。ただし、「(5)その他 ①信託の終了」により信託を

終了させることがあります。 

(4) 計算期間 

① 当ファンドの計算期間は、原則として毎年 7月 12 日から翌年 7月 11 日までとします。 

② 各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間

終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。た

だし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。 

(5) その他 

① 信託の終了（ファンドの繰上償還） 

1.委託会社は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を

下回った場合あるいは受益権の残存口数が当初設定時の受益権口数の 10 分の 1（224,294,779

口）を下回った場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認め

るとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契

約を解約し信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ解

約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

2.委託会社は、前記 1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつその

旨を記載した書面をこのファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて

の受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

3.前記 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異

議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

4.前記 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を

超えるときは、前記 1.の信託契約の解約を行いません。 

5.委託会社は、この信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を

公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

6.前記 3.～5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場

合であって、前記 3.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが

困難な場合には適用しません。 

7.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、

信託契約を解約し信託を終了させます。 

8.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信

託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この
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信託は、下記「②信託約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託

会社との間において存続します。 

9.受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、

委託会社はこの信託契約を解約し信託を終了させます。 

＜信託の終了の手続＞ 
 

 

 

 

 

 

 

② 信託約款の変更 

1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ

変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

2.委託会社は、前記 1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更し

ようとする旨およびその内容を公告し、かつこれらの事項を記載した書面をこのファンドの

知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したと

きは原則として公告を行いません。 

3.前記 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異

議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

4.前記 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を

超えるときは、前記 1.の信託約款の変更をしません。 

5.委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を

公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記 1.～

5.までの規定にしたがいます。 

＜信託約款の変更の内容が重大なものである場合の手続＞ 
 
 
 
 
 
 
 

 

信託の終了の
公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

信託終了
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

信託の終了
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

信託終了
不成立信託の終了の

公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

信託終了
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

信託の終了
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

信託終了
不成立

約款変更の
公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

約款変更
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

約款変更
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

約款変更
不成立約款変更の

公告*

受益者への
書面の交付

異議申立期間
（１カ月以上）

約款変更
実施

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の過半数

異議申立（受益権口数ベース）が総口数の半数以下

約款変更
不成立の
公告*

受益者への
書面の交付

* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行ないません。

約款変更
不成立
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③ 反対者の買取請求権 

信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、前記「①信託の終了 3.」または

「②信託約款の変更 3.」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社

に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い 

1.委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す

る事業を譲渡することがあります。 

2.委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信

託契約に関する事業を承継させることがあります。 

⑤ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い 

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその

任務に違反して信託財産に著しい損害を与えた場合、その他重要な事由があるときは委託会社

または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した

場合、または裁判所が受託会社の解任を決定した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の

規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は前述の方法による場合を除き、受

託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、

委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

⑥ 運用経過の報告 

委託会社は、計算期間の終了時および償還時に運用報告書を作成します。運用報告書につ

いては、あらかじめお申出いただいたご住所に販売会社から送付します。 

⑦ ファンド資産の保管 

1.受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、そ

の業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任

することができます。 

2.受託会社は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管

させることができます。 

3.金融機関または金融商品取引業者から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨

で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、その金

融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関にその金融機関または金融

商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。 

4.信託の登記または登録することのできる信託財産については、信託の登記または登録するこ

ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあ

ります。 

⑧ 有価証券の売却等の指図 

委託会社は、信託財産に属するマザーファンドにかかる信託契約の一部解約、有価証券の売

却等の指図ができます｡ 

⑨ 再投資の指図 

委託会社は、前記⑧の規定による一部解約金、売却代金、有価証券の償還金等、株式の清算

分配金、有価証券等の利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図が
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できます。 

⑩ 受託会社による資金の立替え 

1.信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割当がある場合で、

委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。 

2.信託財産に属する有価証券の償還金等、株式の清算分配金、有価証券等の利子等、株式の配

当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、

受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。 

3.前記 1.および 2.の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によ

りそのつど別にこれを定めます。 

⑪ 受益権の帰属と受益証券の不発行 

1. この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める

日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、

株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受

けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信

託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第 2条に規定する「振替

機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社

振法第 2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」とい

います。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿

に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

2. 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替構関が社振法の規定により主務大臣の指定を取

り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継

する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する

受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を

発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証

券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

3. 委託者は、信託約款の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への

新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとし

ます。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、

その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。 

⑫ 受益権の設定にかかる受託者の通知 

受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に

より、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。 

⑬ 受益権の分割および再分割、追加日時の異なる受益権の内容 

1.委託会社は、当初設定における受益権については 2,242,947,797 口に、追加信託によって生

じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

2.委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施

行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受

益権を均等に再分割できるものとします。 

3.この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 
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⑭受益権の譲渡にかかる記載または記録、受益権の譲渡の対抗要件 

1. 受益者は、その帰属する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権

が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとし

ます。 

2. 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の帰属する受益

権の口数の減少および譲受人の帰属する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿

に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したも

のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の

上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の

増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 

3. 委託者は、第 1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま

たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替

機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情がある

と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。受益者は、その帰

属する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録

されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 

4. 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者

および受託者に対抗することができません。 

⑮ 信託財産に関する報告 

受託会社は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する計算書および報告書を作成し

てこれを委託会社に提出します。また、受託会社は信託終了のときに最終計算を行い、信託財

産に関する総計算書および報告書を作成して、これを委託会社に提出します。 

⑯ 公告 

委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。 

⑰ 信託約款に関する疑義の取扱い 

信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。 

⑱ 信託事務処理の再信託 

受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再

信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。 

⑲ 関係法人との契約の更新 

委託会社と販売会社との間で締結された証券投資信託の募集販売の取扱い等に関する契約

は、契約日より 1年間を有効期間とし、期間満了の 3ヶ月前までに委託会社、販売会社のいず

れからも何らの意思表示のないときは、自動的に 1年間更新されるものとし、その後の取扱い

についても同様とします。 

⑳ 開示 

ファンドの有価証券報告書を計算期間の終了後３ヵ月以内および半期報告書を計算期間の

最初の６ヵ月経過後３ヵ月以内に提出します。 

また、これらの開示書類は、金融庁の電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）によって提出され
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ており、同庁が提供するホームページ（http://info.edinet.go.jp/）にて閲覧することがで

きます。 

 

 

２ 受益者の権利等 

①この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込

者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

②受託会社は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還

金については支払開始日の前日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委

託者の指定する預金口座等に払い込みます。委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償

還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ

ん。 

③収益分配金に対する請求権 

1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金に対してその持分に応じて請求する権利を有しま

す。 

2) 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1カ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末

日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に

かかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。

また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払

前のため委託者の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については

原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、平成 19 年 1 月 4 日以降においても、

信託約款に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有す

るものとし、当該収益分配交付票と引き換えに受益者に支払います。 

 3)前記 2)の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に

対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計

算期間終了日の翌営業日に収益分配金を委託者の指定する証券会社および登録金融機関に

交付されます。この場合、委託者の指定する販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金

の再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じたものとします。当該申込により増加した受

益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、信託

約款の規定により信託の一部解約が行われた場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があ

るときは、前項の規定に準じて受益者に支払います。 

4)前記 3)の規定にかかわらず、あらかじめ分配金を定期的に引出せる「投資信託定期引出」を

選択された受益者に対しては、再投資を行わず分配金を支払います。 

5)前記に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。 

④償還金に対する請求権 

1)受益者は、償還金に対してその持分に応じて請求する権利を有します。 

2)償還金は、信託終了日後 1 カ月以内の委託者の指定する日（原則として償還日（償還日が休

日の場合は翌営業日）から起算して 5営業日目）までに、信託終了日において振替機関の振

替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた
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受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申

込代金支払前のため委託者の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権

については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始します。なお、当該受益者は、

その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換

えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定

にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委

託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。 

3)償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。 

⑤換金に関する請求権 

受益者は、帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより当該受益権を換

金する権利を有します。権利行使の方法については、「第２ 手続等 ２ 換金（解約）手続

等」をご参照ください。 

⑥収益分配金および償還金の時効 

受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、なら

びに信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないとき

は、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 
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第４ ファンドの経理状況 

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38

年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規

則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

(2) 当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第7期計算期間（平成17年7月12日

から平成18年7月11日まで）及び第8期計算期間（平成18年7月12日から平成19年7月11日まで）

の財務諸表について、新日本監査法人による監査を受けております。 
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1 財務諸表 

りそな・日経２２５オープン 

 

(1)貸借対照表 

（単位：円） 

期 別

 

第7期 

（平成18年7月11日現在）

第8期 

（平成19年7月11日現在）

科 目 金     額 金     額 

資産の部   

流動資産   

コール・ローン 257,109,553 208,637,728 

親投資信託受益証券 44,985,306,518 29,674,943,269 

 未収入金 － 710,000,000 

 未収利息 42 2,736 

流動資産合計 45,242,416,113 30,593,583,733 

資産合計 45,242,416,113 30,593,583,733 

負債の部   

流動負債   

未払解約金 39,491,425 758,028,713 

未払受託者報酬 21,442,350 18,336,611 

未払委託者報酬 150,096,386 128,356,198 

その他未払費用 1,500,896 1,283,499 

流動負債合計 212,531,057 906,005,021 

負債合計 212,531,057 906,005,021 

純資産の部   

 元本等   

元本   

   元本 51,100,890,962 28,795,312,307 

剰余金   

期末剰余金又は期末欠損金（△） △6,071,005,906 892,266,405 

（分配準備積立金） (2,406,985,951) (4,005,681,585)

純資産合計 45,029,885,056 29,687,578,712 

負債・純資産合計 45,242,416,113 30,593,583,733 
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(2)損益及び剰余金計算書 

（単位：円） 

期 別 

 

 

第7期 

自  平成17年 7月12日 

至  平成18年 7月11日 

第8期 

自 平成18年 7月12日 

至 平成19年 7月11日 

科 目 金     額 金     額 

営業収益   

受取利息 4,466 502,598 

有価証券売買等損益 9,184,057,473 7,743,636,751 

営業収益合計 9,184,061,939 7,744,139,349 

営業費用   

受託者報酬 37,881,376 42,512,035 

委託者報酬 265,169,487 297,584,111 

その他費用 2,651,564 2,975,713 

営業費用合計 305,702,427 343,071,859 

営業利益金額 8,878,359,512 7,401,067,490 

経常利益金額 8,878,359,512 7,401,067,490 

当期純利益金額 8,878,359,512 7,401,067,490 

一部解約に伴う当期純利益金額分配額 6,753,910,915 4,148,432,234 

期首欠損金 20,076,680,345 6,071,005,906 

欠損金減少額 21,465,403,161 4,961,684,319 

当期一部解約に伴う欠損金減少額 21,465,403,161 4,961,684,319 

欠損金増加額 9,584,177,319 1,251,047,264 

当期追加信託に伴う欠損金増加額 9,584,177,319 1,251,047,264 

分配金 － － 

期末剰余金又は期末欠損金（△） △6,071,005,906 892,266,405 
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(3)注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

期 別 

 

項 目 

第7期 

自 平成17年 7月12日 

至 平成18年 7月11日 

第8期 

自 平成18年 7月12日 

至 平成19年 7月11日 

1.運用資産の評価基準及び

評価方法 

親投資信託受益証券 

基準価額で評価しております。

 

親投資信託受益証券 

同左 

2.費用・収益の計上基準 

 

有価証券売買等損益の計上基準

約定日基準で計上しておりま

す。 

 

有価証券売買等損益の計上基準

同左 

3.その他 当ファンドの計算期間は平成

17年7月12日から平成18年7月11

日までとなっております。 

当ファンドの計算期間は平成

18年7月12日から平成19年7月11

日までとなっております。 

 
（貸借対照表に関する注記） 

第7期 
（平成18年7月11日現在） 

第8期 
（平成19年7月11日現在） 

1.計算期間の末日における受益権の総数 
1,100,890,962口 

 
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号

に規定する額 6,071,005,906円 
 

3.計算期間の末日における1単位当たりの純資

産の額 
1口当たり純資産額 0.8812円 
（10,000口当たり純資産額 8,812円）

1.計算期間の末日における受益権の総数 
8,795,312,307口 

 
 

 
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資

産の額 
1口当たり純資産額 1.0310円 
（10,000口当たり純資産額 10,310円）

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

第7期 

自 平成17年 7月12日 

至 平成18年 7月11日 

第8期 

自 平成18年 7月12日 

至 平成19年 7月11日 

1.受託会社との取引高 

営業取引（受託者報酬） 37,881,376円 
 

2.分配金の計算過程 

該当事項はありません。 

 

 
 

  分配金の計算過程 

該当事項はありません。 
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（関連当事者との取引に関する注記） 
第8期（自 平成18年 7月12日  至 平成19年 7月11日） 

該当事項はありません。 
 

 

（重要な後発事象に関する注記） 
第7期（自 平成17年 7月12日  至 平成18年 7月11日） 

該当事項はありません。 
 

第8期（自 平成18年 7月12日  至 平成19年 7月11日） 

該当事項はありません。 
 

（その他の注記） 
1.元本の移動 

第7期 

自 平成17年 7月12日 

至 平成18年 7月11日 

第8期 

自 平成18年 7月12日 

至 平成19年 7月11日 

期首元本額 59,851,232,749円 

期中追加設定元本額 66,236,824,743円 

期中一部解約元本額 74,987,166,530円 

期首元本額 51,100,890,962円 

期中追加設定元本額 23,805,926,277円 

期中一部解約元本額          46,111,504,932円 

 

2.売買目的有価証券の貸借対照表計上額等 
 第7期 第8期 

 
 

自  平成17年 7月12日 
至  平成18年 7月11日 

自  平成18年 7月12日 
至  平成19年 7月11日 

種      類 貸借対照表 
計上額(円) 

損益に含まれた

評価差額(円) 
貸借対照表 

計上額(円) 

損益に含まれた

評価差額(円) 

親投資信託受益証券 44,985,306,518 4,317,526,017 29,674,943,269 3,738,023,390

合      計 44,985,306,518 4,317,526,017 29,674,943,269 3,738,023,390

 

3.デリバティブ取引関係 

第7期（自 平成17年 7月12日  至 平成18年 7月11日） 

   該当事項はありません。 

 

第8期（自 平成18年 7月12日  至 平成19年 7月11日） 

   該当事項はありません。 
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(4) 附属明細表 

 第1 有価証券明細表 

    (1) 株式 

        該当事項はありません。 

 

    (2) 株式以外の有価証券 

（平成19年7月11日現在） 

種類 銘柄 口 数(口) 評価額(円) 備考

親投資信託受益証券 りそな・日経２２５オープン 
マザーファンド 

26,969,865,736 29,674,943,269  

小 計 銘柄数：1   29,674,943,269  
 組入時価比率：100.0%  100%  
     

合 計   29,674,943,269  
（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であり

ます。 
  

第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

該当事項はありません。 
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参考 

りそな・日経２２５オープン マザーファンド 

 

当ファンドは「りそな・日経２２５オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお

り、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で

す。 

尚、同親投資信託の状況は次の通りです。 

1 「りそな・日経２２５オープン マザーファンド」の状況 

以下に記載した状況は監査の対象外となっております。 

(1) 貸借対照表 

（単位：円） 

対象年月日 （平成19年7月11日現在） 

科  目 金     額 

資産の部  

 流動資産  

金銭信託 140,240 

コール・ローン 4,094,712,997 

株式 49,547,867,100 

派生商品評価勘定 2,837,500 

未収入金 441,799,645 

未収配当金 20,604,150 

未収利息 53,713 

差入委託証拠金 26,280,000 

流動資産合計 54,134,295,345 

資産合計 54,134,295,345 

負債の部  

 流動負債  

派生商品評価勘定 2,746,800 

未払金 2,661,950,800 

未払解約金 710,000,000 

 流動負債合計 3,374,697,600 

負債合計 3,374,697,600 

純資産の部  

元本等  

  元本  

   元本 46,132,215,357 

  剰余金  

   剰余金 4,627,382,388 

純資産合計 50,759,597,745 

負債・純資産合計 54,134,295,345 
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(2) 注記表 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

期 別

項 目 

自 平成18年 7月12日 

至 平成19年 7月11日 

1.運用資産の評価基準及び評価方法 

 

(1)株式 

原則として時価で評価しております。 
時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券につ

いてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、

直近の日の最終相場）で評価しております。 
(2)先物取引 

国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日

の清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。

 

2.費用・収益の計上基準 (1)受取配当金の計上基準 

受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、

確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 

ただし、平成19年6月30日以前に計上（平成19年7月1

日以降に更新されたものを除く）した受取配当金につい

ては、その金額が確定しているものについては当該金額、

未だ確定していない場合は予想配当金額の90%を計上し、

残額については入金時に計上しております。 

(2)有価証券売買等損益、派生商品取引等損益の計上基準

約定日基準で計上しております。 

 

3.その他 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成19年7月11

日現在であります。 
なお、当親投資信託の計算期間は平成18年7月12日から

平成19年7月11日までとなっております。 
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（その他の注記） 

（平成19年7月11日現在） 
1.期首 
期首元本額 
期首より平成19年7月11日までの期中追加設定元本額 
期首より平成19年7月11日までの期中一部解約元本額 
 
期末元本額 
期末元本額の内訳※ 

りそな・日経２２５オープン 

ＳＧ日経225インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 

りそな・日経２２５オープンＶＡ（適格機関投資家専用） 

  

2.担保に供されている資産 

 先物取引証拠金の代用として差し入れている資産は次の通りであります。

 株式 

 

3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 

1口当たり純資産額 

（10,000口当たり純資産額 

平成18年7月12日 
89,871,268,129円 
150,130,680,832円 
193,869,733,604円 

 

46,132,215,357円 
 

26,969,865,736円 

19,078,299,483円 

84,050,138円 

 

 

 

471,600,000円 

 

 

1.1003円 

11,003円）

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 
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(3) 附属明細表 

 第1 有価証券明細表 

    (1）株式 

（平成19年7月11日現在） 
評価額（円） 

通貨 銘柄 株式数
単価 金額 

備考 

日本円 日本水産 113,000 763.00 86,219,000 

  
国際石油開発帝石ホールディ

ングス 
113 1,180,000.00 133,340,000 

  コムシスホールディングス 113,000 1,455.00 164,415,000 

  大成建設 113,000 427.00 48,251,000 

  大林組 113,000 662.00 74,806,000 

  清水建設 113,000 712.00 80,456,000 

  鹿島建設 113,000 497.00 56,161,000 

  熊谷組 113,000 271.00 30,623,000 

  大和ハウス工業 113,000 1,734.00 195,942,000 

  積水ハウス 113,000 1,622.00 183,286,000 

  日揮 113,000 2,260.00 255,380,000 

  千代田化工建設 113,000 2,385.00 269,505,000 

  日清製粉グループ本社 113,000 1,176.00 132,888,000 

  明治製菓 113,000 553.00 62,489,000 

  明治乳業 113,000 746.00 84,298,000 

  日本ハム 113,000 1,391.00 157,183,000 

  サッポロホールディングス 113,000 739.00 83,507,000 

  アサヒビール 113,000 1,800.00 203,400,000 

  キリンホールディングス 113,000 1,858.00 209,954,000 

  宝ホールディングス 113,000 800.00 90,400,000 

  日清オイリオグループ 113,000 699.00 78,987,000 

  キッコーマン 113,000 1,636.00 184,868,000 

  味の素 113,000 1,392.00 157,296,000 

  ニチレイ 113,000 600.00 67,800,000 

  日本たばこ産業 565 639,000.00 361,035,000 

  東洋紡績 113,000 345.00 38,985,000 

  ユニチカ 113,000 152.00 17,176,000 

  日清紡績 113,000 1,633.00 184,529,000 

  帝人 113,000 673.00 76,049,000 

  東レ 113,000 945.00 106,785,000 

  三菱レイヨン 113,000 910.00 102,830,000 

  クラレ 113,000 1,437.00 162,381,000 

  王子製紙 113,000 577.00 65,201,000 

  三菱製紙 113,000 283.00 31,979,000 

  北越製紙 113,000 675.00 76,275,000 

  日本製紙グループ本社 113 400,000.00 45,200,000 

  旭化成 113,000 844.00 95,372,000 

  昭和電工 113,000 419.00 47,347,000 

  住友化学 113,000 831.00 93,903,000 

  日産化学工業 113,000 1,486.00 167,918,000 

  日本曹達 113,000 498.00 56,274,000 

  東ソー 113,000 703.00 79,439,000 

  東亞合成 113,000 476.00 53,788,000 

  電気化学工業 113,000 569.00 64,297,000 
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評価額（円） 
通貨 銘柄 株式数

単価 金額 
備考 

  信越化学工業 113,000 9,140.00 1,032,820,000 

  三井化学 113,000 974.00 110,062,000 

  三菱ケミカルホールディングス 56,500 1,128.00 63,732,000 

  宇部興産 113,000 385.00 43,505,000 

  日本化薬 113,000 1,011.00 114,243,000 

  花王 113,000 3,280.00 370,640,000 

  富士フイルムホールディングス 113,000 5,350.00 604,550,000 

  資生堂 113,000 2,655.00 300,015,000 

  協和醗酵工業 113,000 1,155.00 130,515,000 

  武田薬品工業 113,000 7,950.00 898,350,000 

  アステラス製薬 113,000 5,430.00 613,590,000 

  大日本住友製薬 113,000 1,252.00 141,476,000 

  塩野義製薬 113,000 1,999.00 225,887,000 

  中外製薬 113,000 2,125.00 240,125,000 

  エーザイ 113,000 5,430.00 613,590,000 

  第一三共 113,000 3,310.00 374,030,000 

  新日本石油 113,000 1,137.00 128,481,000 

  昭和シェル石油 113,000 1,546.00 174,698,000 

  新日鉱ホールディングス 113,000 1,237.00 139,781,000 

  横浜ゴム 113,000 914.00 103,282,000 

  ブリヂストン 113,000 2,640.00 298,320,000 

  日東紡績 113,000 484.00 54,692,000 

  旭硝子 113,000 1,711.00 193,343,000 

  日本板硝子 113,000 620.00 70,060,000 

  住友大阪セメント 113,000 343.00 38,759,000 

  太平洋セメント 113,000 557.00 62,941,000 

  東海カーボン 113,000 1,291.00 145,883,000 

  ＴＯＴＯ 113,000 1,059.00 119,667,000 

  日本碍子 113,000 3,120.00 352,560,000 

  新日本製鐵 113,000 854.00 96,502,000 

  住友金属工業 113,000 731.00 82,603,000 

  神戸製鋼所 113,000 465.00 52,545,000 

  
ジェイ エフ イー ホール

ディングス 
11,300 7,720.00 87,236,000 

  日本軽金属 113,000 329.00 37,177,000 

  三井金属鉱業 113,000 610.00 68,930,000 

  東邦亜鉛 113,000 1,111.00 125,543,000 

  三菱マテリアル 113,000 715.00 80,795,000 

  住友金属鉱山 113,000 2,835.00 320,355,000 

  ＤＯＷＡホールディングス 113,000 1,379.00 155,827,000 

  古河機械金属 113,000 275.00 31,075,000 

  古河電気工業 113,000 676.00 76,388,000 

  住友電気工業 113,000 1,820.00 205,660,000 

  フジクラ 113,000 891.00 100,683,000 

  東洋製罐 113,000 2,325.00 262,725,000 

  日本製鋼所 113,000 1,999.00 225,887,000 

  オークマ 113,000 2,065.00 233,345,000 

  小松製作所 113,000 3,900.00 440,700,000 

  住友重機械工業 113,000 1,439.00 162,607,000 
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評価額（円） 
通貨 銘柄 株式数

単価 金額 
備考 

  クボタ 113,000 1,068.00 120,684,000 

  荏原製作所 113,000 580.00 65,540,000 

  ダイキン工業 113,000 4,660.00 526,580,000 

  日本精工 113,000 1,292.00 145,996,000 

  ＮＴＮ 113,000 1,067.00 120,571,000 

  ジェイテクト 113,000 2,180.00 246,340,000 

  日立造船 113,000 232.00 26,216,000 

  三菱重工業 113,000 800.00 90,400,000 

  ＩＨＩ 113,000 462.00 52,206,000 

  
コニカミノルタホールディン

グス 
113,000 1,853.00 209,389,000 

  ミネベア 113,000 713.00 80,569,000 

  日立製作所 113,000 865.00 97,745,000 

  東芝 113,000 1,125.00 127,125,000 

  三菱電機 113,000 1,234.00 139,442,000 

  富士電機ホールディングス 113,000 588.00 66,444,000 

  明電舎 113,000 454.00 51,302,000 

  
ジーエス・ユアサ コーポレ

ーション 
113,000 310.00 35,030,000 

  日本電気 113,000 639.00 72,207,000 

  富士通 113,000 838.00 94,694,000 

  沖電気工業 113,000 238.00 26,894,000 

  松下電器産業 113,000 2,315.00 261,595,000 

  シャープ 113,000 2,265.00 255,945,000 

  ソニー 113,000 6,330.00 715,290,000 
代用有価証券で 

10,000 株 担保差入

  ＴＤＫ 113,000 11,300.00 1,276,900,000 
代用有価証券で 

10,000 株 担保差入

  三洋電機 113,000 197.00 22,261,000 

  ミツミ電機 113,000 4,270.00 482,510,000 

  アルプス電気 113,000 1,240.00 140,120,000 

  パイオニア 113,000 1,674.00 189,162,000 

  クラリオン 113,000 174.00 19,662,000 

  横河電機 113,000 1,683.00 190,179,000 

  アドバンテスト 226,000 5,400.00 1,220,400,000 

  カシオ計算機 113,000 1,935.00 218,655,000 

  ファナック 113,000 12,910.00 1,458,830,000 

  京セラ 113,000 12,880.00 1,455,440,000 
代用有価証券で 

10,000 株 担保差入

  太陽誘電 113,000 2,795.00 315,835,000 

  松下電工 113,000 1,580.00 178,540,000 

  キヤノン 169,500 6,960.00 1,179,720,000 

  リコー 113,000 2,830.00 319,790,000 

  東京エレクトロン 113,000 8,990.00 1,015,870,000 
代用有価証券で 

10,000 株 担保差入

  デンソー 113,000 4,780.00 540,140,000 

  三井造船 113,000 661.00 74,693,000 

  川崎重工業 113,000 525.00 59,325,000 

  日産自動車 113,000 1,305.00 147,465,000 

  いすゞ自動車 113,000 694.00 78,422,000 
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評価額（円） 
通貨 銘柄 株式数

単価 金額 
備考 

  トヨタ自動車 113,000 7,660.00 865,580,000 
代用有価証券で 

10,000 株 担保差入

  日野自動車 113,000 779.00 88,027,000 

  三菱自動車工業 113,000 184.00 20,792,000 

  トピー工業 113,000 458.00 51,754,000 

  マツダ 113,000 706.00 79,778,000 

  本田技研工業 226,000 4,470.00 1,010,220,000 

  スズキ 113,000 3,480.00 393,240,000 

  富士重工業 113,000 609.00 68,817,000 

  テルモ 113,000 4,650.00 525,450,000 

  ニコン 113,000 3,560.00 402,280,000 

  オリンパス 113,000 4,720.00 533,360,000 

  シチズンホールディングス 113,000 1,117.00 126,221,000 

  凸版印刷 113,000 1,338.00 151,194,000 

  大日本印刷 113,000 1,816.00 205,208,000 

  ヤマハ 113,000 2,550.00 288,150,000 

  東京電力 11,300 3,780.00 42,714,000 

  中部電力 11,300 3,160.00 35,708,000 

  関西電力 11,300 2,865.00 32,374,500 

  東京瓦斯 113,000 564.00 63,732,000 

  大阪瓦斯 113,000 448.00 50,624,000 

  東武鉄道 113,000 544.00 61,472,000 

  東京急行電鉄 113,000 790.00 89,270,000 

  小田急電鉄 113,000 731.00 82,603,000 

  京王電鉄 113,000 795.00 89,835,000 

  京成電鉄 113,000 687.00 77,631,000 

  東日本旅客鉄道 113 905,000.00 102,265,000 

  西日本旅客鉄道 113 555,000.00 62,715,000 

  日本通運 113,000 683.00 77,179,000 

  ヤマトホールディングス 113,000 1,744.00 197,072,000 

  日本郵船 113,000 1,137.00 128,481,000 

  商船三井 113,000 1,713.00 193,569,000 

  川崎汽船 113,000 1,537.00 173,681,000 

  全日本空輸 113,000 464.00 52,432,000 

  日本航空 113,000 234.00 26,442,000 

  三菱倉庫 113,000 1,958.00 221,254,000 

  ヤフー 452 40,800.00 18,441,600 

  トレンドマイクロ 113,000 3,950.00 446,350,000 

  スカパーＪＳＡＴ 113 52,000.00 5,876,000 

  日本電信電話 113 530,000.00 59,890,000 

  ＫＤＤＩ 1,130 894,000.00 1,010,220,000 

  エヌ・ティ・ティ・ドコモ 113 184,000.00 20,792,000 

  東宝 11,300 2,335.00 26,385,500 

  エヌ・ティ・ティ・データ 1,130 543,000.00 613,590,000 

  ＣＳＫホールディングス 113,000 4,270.00 482,510,000 

  コナミ 113,000 2,945.00 332,785,000 

  ソフトバンク 339,000 2,695.00 913,605,000 

  双日 11,300 565.00 6,384,500 

  伊藤忠商事 113,000 1,512.00 170,856,000 

  丸紅 113,000 1,115.00 125,995,000 
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評価額（円） 
通貨 銘柄 株式数

単価 金額 
備考 

  豊田通商 113,000 2,985.00 337,305,000 

  三井物産 113,000 2,655.00 300,015,000 

  住友商事 113,000 2,275.00 257,075,000 

  三菱商事 113,000 3,430.00 387,590,000 

  三越 113,000 576.00 65,088,000 

  
セブン＆アイ・ホールディン

グス 
113,000 3,570.00 403,410,000 

  高島屋 113,000 1,496.00 169,048,000 

  伊勢丹 113,000 2,025.00 228,825,000 

  丸井 113,000 1,524.00 172,212,000 

  イオン 113,000 2,195.00 248,035,000 

  ファーストリテイリング 113,000 8,390.00 948,070,000 

  新生銀行 113,000 476.00 53,788,000 

  
三菱ＵＦＪフィナンシャル・

グループ 
113 1,340,000.00 151,420,000 

  りそなホールディングス 113 287,000.00 32,431,000 

  
三井トラスト・ホールディン

グス 
113,000 1,047.00 118,311,000 

  
三井住友フィナンシャルグル

ープ 
113 1,140,000.00 128,820,000 

  千葉銀行 113,000 1,025.00 115,825,000 

  横浜銀行 113,000 839.00 94,807,000 

  静岡銀行 113,000 1,210.00 136,730,000 

  住友信託銀行 113,000 1,127.00 127,351,000 

  みずほ信託銀行 113,000 243.00 27,459,000 

  みずほフィナンシャルグループ 113 853,000.00 96,389,000 

  大和証券グループ本社 113,000 1,329.00 150,177,000 

  日興コーディアルグループ 56,500 1,644.00 92,886,000 

  野村ホールディングス 113,000 2,315.00 261,595,000 

  新光証券 113,000 628.00 70,964,000 

  三井住友海上火災保険 113,000 1,550.00 175,150,000 

  損害保険ジャパン 113,000 1,480.00 167,240,000 

  ミレアホールディングス 56,500 5,150.00 290,975,000 

  Ｔ＆Ｄホールディングス 11,300 8,320.00 94,016,000 

  クレディセゾン 113,000 3,110.00 351,430,000 

  三菱ＵＦＪニコス 113,000 353.00 39,889,000 

  三井不動産 113,000 3,390.00 383,070,000 

  三菱地所 113,000 3,220.00 363,860,000 

  平和不動産 113,000 833.00 94,129,000 

  東急不動産 113,000 1,251.00 141,363,000 

  住友不動産 113,000 3,860.00 436,180,000 

  電通 1,130 333,000.00 376,290,000 

  東京ドーム 113,000 628.00 70,964,000 

  セコム 113,000 5,720.00 646,360,000 

小計 銘柄数：225     49,547,867,100   

  組入時価比率：97.6%     100％   

           

合計       49,547,867,100   

（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。 
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(2) 株式以外の有価証券 

  該当事項はありません。 

 

第2 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 
株式関連 

（平成19年7月11日現在） 

区   分 種   類 
契 約 額 等(円)

うち1年超
時 価(円) 評価損益(円)

株価指数先物取引   
市場取引 

買   建 1,191,800,000 - 1,191,960,000 90,700

合     計 1,191,800,000 - 1,191,960,000 90,700

（注）時価の算定方法 

先物取引 

1．国内先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。 

2．先物取引の評価においては、当該取引所の発表する計算日の清算値段又は証拠金算定基

準値段を用いています。 
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２ ファンドの現況 

純資産額計算書 

平成 19 年 8 月 31 日現在 

Ⅰ 資産総額 36,473,508,208 円 

Ⅱ 負債総額 47,029,213 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 36,426,478,995 円 

Ⅳ 発行済数量 38,498,712,100 口 

Ⅴ １万口当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 9,462 円 

 

（参考）りそな・日経２２５オープン マザーファンドの現況 

純資産額計算書 

平成 19 年 8 月 31 日現在 

Ⅰ 資産総額 56,389,099,361 円 

Ⅱ 負債総額 106,568,050 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 56,282,531,311 円 

Ⅳ 発行済数量 55,678,121,336 口 

Ⅴ １万口当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 10,109 円 

 

 

第５ 設定及び解約の実績 

 

計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 

第1期計算期間（H11.7.23～H12.7.11） 8,855,573,999 2,365,918,333

第2期計算期間（H12.7.12～H13.7.11） 25,244,250,734 8,098,289,278

第3期計算期間（H13.7.12～H14.7.11） 16,539,370,825 10,573,331,350

第4期計算期間（H14.7.12～H15.7.11） 32,928,680,029 14,680,405,430

第5期計算期間（H15.7.12～H16.7.12） 54,622,091,045 48,468,629,277

第6期計算期間（H16.7.13～H17.7.11） 42,968,773,358 37,120,933,573

第7期計算期間（H17.7.12～H18.7.11） 66,236,824,743 74,987,166,530

第8期計算期間（H18.7.12～H19.7.11） 23,805,926,277 46,111,504,932
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